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第
二
章

電
話
盗
聴
事
件
の
深
層
：
メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
権
力
の
癒
着

電
話
盗
聴
事
件
は
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
局
、
Ｎ
Ｉ
の
母
体
で
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ

ク
一
家
が
支
配
す
る
超
国
家
的
メ
デ
ィ
ア
複
合
企
業
、メ
デ
ィ
ア
帝
国
Ｎ
Ｃ
の
組
織
的
犯
罪
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
パ
ー
ト
・
マ
ー

ド
ッ
ク
帝
国
の
大
規
模
電
話
盗
聴
事
件
の
深
層
に
は
、
権
力
と
の
癒
着
が
潜
ん
で
い
る
。
Ｎ
Ｃ
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜

と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
収
か
ら
近
年
の
衛
星
放
送
事
業
者
BSkyB（
二
〇
一
四
年
一
一
月
よ
り
Sky
U
K
に
改
名
（
⚑
））
の
買
収
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騒
動
に
至
る
ま
で
、
歴
代
政
権
及
び
主
要
政
治
家
と
不
健
全
な
関
係
を
結
ん
で
き
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
は
腐
敗
し
た
警
察
官
と

他
人
の
個
人
情
報
の
取
引
を
行
う
一
方
、
警
視
庁
高
官
等
と
も
長
期
間
不
健
全
な
関
係
を
維
持
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
電
話
盗
聴
事
件
を

広
い
脈
絡
で
捉
え
る
と
、
政
治
家
や
警
察
も
事
件
の
助
力
者
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
電
話
盗
聴
事
件
を
総
合
的
・
全
体
的
に
理
解
す
べ
く
、
事
件
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
黒
い
帝
国
と
権
力
の
不
健
全
な
関
係
を
検
討

す
る
。

一

メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
政
治
権
力
の
癒
着

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
率
い
る
Ｎ
Ｃ
は
、
収
益
性
が
高
い
英
国
市
場
で
プ
レ
ス
と
放
送
の
両
面
で
積
極
的
な
事
業
拡
大
を
図
り
、

強
固
な
地
位
を
築
い
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
位
は
、
政
府
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
に
対
す
る
巧
妙
な
ロ
ビ
ー
活
動
の
産
物
で
あ
る
。

Ｎ
Ｃ
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
（
M
argaretT
hatcher）
保
守
党
政
権
の
誕
生
を
起
点
に
、
一
九
九
〇
年
代

後
半
以
降
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
（
T
ony
Blair）
労
働
党
政
権
を
経
て
、
二
〇
一
〇
年
代
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
に
至
る
ま

で
、
政
権
党
と
緊
密
な
関
係
を
保
ち
、
政
府
に
新
自
由
主
義
を
基
調
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
政
策
を
促
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
Ｎ

Ｃ
の
事
業
拡
大
路
線
と
、
現
実
政
治
に
お
い
て
政
権
寄
り
の
メ
デ
ィ
ア
を
多
数
確
保
し
よ
う
と
す
る
政
治
権
力
の
生
理
と
の
利
害
関
係
が

一
致
し
た
側
面
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｎ
Ｃ
と
政
治
権
力
の
癒
着
関
係
は
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
電
話
盗
聴
に
代
表
さ
れ
る
違
法
な
情
報
収
集
行
為
と
長
期
間
に

わ
た
る
そ
の
隠
蔽
工
作
を
可
能
た
ら
し
め
た
要
因
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
下
院
文
化
委
員
会
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
一
年
七
月
以
前

ま
で
に
電
話
盗
聴
事
件
関
連
の
調
査
を
三
度
も
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
体
的
真
実
の
十
分
な
究
明
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
Ｎ
Ｃ
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と
Ｎ
Ｉ
に
よ
る
与
野
党
指
導
者
を
含
む
政
治
家
に
対
す
る
取
り
込
み
と
無
関
係
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
政
治
権
力
の

癒
着
に
よ
り
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
違
法
な
情
報
収
集
行
為
が
な
か
な
か
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
政
治
権
力
の
癒
着
関
係
の
構
造
と
実
際
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⚑

政
局
の
操
縦

（
⚑
）
概
要

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
、
一
九
六
九
年
⽛
サ
ン
⽜
を
買
収
し
た
当
時
は
労
働
党
へ
の
支
持
を
約
束
し
た
が
、
一
九
七
九
年
三
月
総

選
挙
で
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
率
い
た
野
党
・
保
守
党
へ
の
支
持
に
転
換
し
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
誕
生

に
寄
与
し
、
以
後
も
同
政
権
と
緊
密
な
関
係
を
保
っ
た
。
Ｎ
Ｉ
は
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
退
陣
（
一
九
九
〇
年
一
一
月
）

後
、
一
九
九
二
年
四
月
総
選
挙
で
は
彼
女
を
継
承
し
た
ジ
ョ
ン
・
メ
ー
ジ
ャ
ー
（
John
M
ajor）
を
支
持
し
た
が
、
以
後
の
各
総
選
挙
（
一

九
九
七
年
五
月
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）
で
は
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
が
率
い
た
労
働
党
へ
の
支
援
に
転
換
し
、
二
〇
一
〇

年
五
月
総
選
挙
で
は
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
率
い
た
保
守
党
へ
の
支
持
に
回
帰
し
た
。
特
に
、
一
九
九
七
年
五
月
総
選
挙
と
二
〇

一
〇
年
五
月
総
選
挙
で
は
⽛
サ
ン
⽜
の
支
持
政
党
の
変
更
が
奏
功
し
、
政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
。
し
か
も
同
紙
の
反
労
働
党
情
緒
は
二
〇

一
五
年
五
月
総
選
挙
に
お
い
て
さ
ら
に
高
ま
り
（
⚒
）、
結
果
的
に
保
守
党
の
予
想
外
の
圧
勝
に
貢
献
し
た
。

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
一
九
九
七
年
五
月
総
選
挙
の
二
年
前
、
保
守
党
に
対
す
る
疲
労
感
を
披
瀝
し
て
労
働
党
へ
の
支
持
を
示
唆

し
た
（
⚓
）。
そ
の
後
、
Ｎ
Ｉ
は
二
〇
一
〇
年
五
月
総
選
挙
に
先
立
っ
て
二
〇
〇
九
年
秋
労
働
党
大
会
（
九
月
）
と
保
守
党
大
会
（
一
〇
月
）
を

起
点
に
、
既
に
保
守
党
へ
の
同
調
を
公
式
化
し
た
（
⚔
）。
こ
の
よ
う
な
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
Ｎ
Ｉ
の
豹
変
は
、
一
九
九
七
年
五
月
総
選

挙
前
に
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
労
働
党
党
首
の
間
で
あ
る
種
の
⽛
合
意
⽜
を
交
わ
し
た
疑
惑
（
⚕
）や
、
二
〇
一
〇
年
五
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月
総
選
挙
前
に
Ｎ
Ｉ
と
保
守
党
の
間
で
あ
る
種
の
⽛
契
約
⽜
を
結
ん
だ
疑
惑
（
⚖
）等
を
招
い
て
い
る
。
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
二
つ
の
疑

惑
を
全
面
的
に
否
定
し
た
（
⚗
）が
、
両
選
挙
で
彼
の
支
持
政
党
が
勝
利
し
た
事
実
や
、
そ
の
後
、
Ｎ
Ｃ
に
有
利
な
メ
デ
ィ
ア
政
策
が
展
開
さ
れ

た
事
実
は
看
過
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
労
働
党
政
権
に
続
き
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
が
推
進
し
た
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
予
算
削
減
政
策
（
⚘
）

は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
BSkyB
を
実
質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
Ｎ
Ｃ
へ
の
配
慮
と
見
ら
れ
る
。

競
争
委
員
会
（
Com
petition
Com
m
ission,CC.二
〇
一
四
年
四
月
よ
り
競
争
・
市
場
庁
（
Com
petition
and
M
arketsA
uthority,

CM
A
）
に
改
組
）
に
よ
れ
ば
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
自
身
の
新
聞
（
特
に
⽛
サ
ン
⽜）
の
編
集
部
門
へ
の
干
渉
を
行
っ
て
き
た
（
⚙
）。
ま

た
、
彼
は
政
府
の
主
要
政
策
に
不
満
が
あ
る
度
に
政
府
へ
の
警
告
も
辞
さ
ず
、
一
九
九
七
年
五
月
総
選
挙
の
三
か
月
前
、
ジ
ョ
ン
・
メ
ー

ジ
ャ
ー
首
相
と
の
私
的
会
合
の
席
上
で
首
相
の
Ｅ
Ｕ
政
策
の
修
正
が
な
い
限
り
、
自
身
の
新
聞
は
首
相
を
支
持
し
な
い
と
脅
か
し
た
（
10
）。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
編
集
部
門
へ
の
指
示
・
干
渉
や
政
治
家
と
の
取
引
を
否
認
し
て
い
る
（
11
）。
例
え
ば
、
彼
は
二
〇
〇
九
年
秋
⽛
サ
ン
⽜

が
保
守
党
支
持
へ
と
転
換
し
た
（
12
）こ
と
に
対
し
、
当
時
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
首
相
よ
り
⽛
宣
戦
布
告
⽜
の
抗
議
電
話
が
あ
っ
た
こ
と
を

暴
露
す
る
（
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
首
相
は
抗
議
電
話
の
事
実
を
否
認
（
13
））
等
、
む
し
ろ
自
身
が
被
害
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。

（
⚒
）
検
討

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
豪
州
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
新
聞
事
業
の
成
功
を
足
掛
か
り
に
、
一
九
六
八
年
一
二
月
に
日
曜

紙
⽛
N
oW
⽜
を
買
収
し
て
（
一
九
八
四
年
に
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
に
転
換
）
英
国
市
場
に
進
出
し
た
。
彼
は
一
九
六
九
年
に
は
⽛
サ
ン
⽜
を
買

収
し
、
タ
ブ
ロ
イ
ド
化
し
た
（
14
）。
彼
は
⽛
サ
ン
⽜
と
⽛
N
oW
⽜
を
煽
情
的
な
犯
罪
報
道
や
著
名
人
の
ゴ
シ
ッ
プ
報
道
等
を
武
器
に
、
国
内
最

大
手
の
日
刊
紙
と
日
曜
紙
と
し
て
成
長
さ
せ
た
。
続
い
て
、
彼
は
一
九
八
一
年
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
を
買
収
し

（
後
述
）、⽛
サ
ン
⽜
と
⽛
N
oW
⽜
に
続
き
、
Ｎ
Ｉ
の
傘
下
に
置
い
た
（
全
国
紙
四
紙
体
制
（
15
））。
彼
は
、
英
国
の
新
聞
の
買
収
・
拡
張
過
程
に
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お
い
て
一
九
八
六
年
ワ
ッ
ピ
ン
グ
争
議
（
W
apping
dispute
（
16
））
を
は
じ
め
多
少
逆
境
に
遭
遇
す
る
も
、
結
局
、
無
難
に
克
服
し
て
最
大
新

聞
グ
ー
ル
プ
に
導
く
経
営
手
腕
を
発
揮
し
て
き
た
。
一
方
、彼
は
一
九
八
三
年
、BSkyB
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
衛
星
テ
レ
ビ（
Satellite

T
elevision
U
K
）
の
持
分
八
〇
％
を
取
得
し
て
放
送
事
業
に
進
出
し
た
。
そ
の
後
、
彼
が
率
い
る
Ｎ
Ｃ
は
一
九
九
〇
年
に
衛
星
テ
レ
ビ
と

ス
カ
イ
テ
レ
ビ
（
Sky
T
elevision）
の
合
併
で
誕
生
し
た
BSkyB
の
持
分
五
〇
％
を
取
得
し
、
BSkyB
を
実
質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
き
た
（
一
九
九
四
年
よ
り
三
九
・
一
％
の
持
分
保
有
）。
そ
の
他
、
彼
は
出
版
、
娯
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
教
育
等
の
分
野
に
も
進
出
し
、
事

業
を
拡
大
し
て
き
た
。

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な
広
大
な
⽛
メ
デ
ィ
ア
領
土
⽜
を
背
景
に
、
豪
州
に
加
え
、
英
国
に
お
い
て
も
自
身
の
実
益
を

計
算
し
て
支
持
政
党
を
変
更
し
な
が
ら
、
主
要
な
政
局
ご
と
に
政
府
の
政
策
に
強
い
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
（
17
）。
彼
が
英
国
内
事
業
を
本

格
化
し
た
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
支
持
政
党
の
変
遷
は
、
政
権
党
の
変
遷
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
一
九
七
九
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
に
至
る
ま
で
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
支
持
政
党
が
総
選
挙
で
全
て
勝
利
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
支
持
の
な
い
政

権
誕
生
は
事
実
上
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
18
）。

Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
支
持
政
党
に
関
す
る
論
調
の
変
化
は
、
権
力
移
動
に
関
す
る
鋭
い
分
析
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
特
に
、
一
九
九
七

年
五
月
総
選
挙
と
二
〇
一
〇
年
五
月
総
選
挙
の
場
合
、
事
前
に
自
ら
政
権
交
代
を
仕
掛
け
て
成
功
を
収
め
た
。
ま
た
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー

ド
ッ
ク
は
懸
案
事
業
を
め
ぐ
り
、
時
の
首
相
は
勿
論
、
有
力
政
治
家
に
巧
み
に
接
近
し
、
政
策
的
な
便
宜
を
享
受
し
た
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
意
向
を
受
け
た
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
が
政
治
に
対
す
る
純
粋
な
傍
観
者
（
bystander）
で

は
な
く
、
む
し
ろ
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
player）
と
な
り
、
政
治
権
力
の
監
視
よ
り
は
操
縦
を
図
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
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⚒

不
健
全
な
交
流

（
⚑
）
概
要

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
Ｎ
Ｉ
首
脳
部
や
傘
下
の
新
聞
の
編
集
者
等
は
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
比
べ
、
政
治
指
導
者
（
首

相
、
閣
僚
、
影
の
閣
僚
等
）
と
の
接
触
が
極
め
て
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
就
任
し
た
二
〇
一
〇
年
五

月
か
ら
そ
の
翌
年
七
月
ま
で
、
メ
デ
ィ
ア
組
織
と
七
四
回
接
触
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
Ｎ
Ｃ
や
Ｎ
Ｉ
代
表
と
の
接
触
が
二
六
回
（
対
面

接
触
一
八
回
、
そ
の
他
八
回
（
表
彰
式
四
回
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
二
回
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
Ｃ
Ｅ
Ｏ
サ
ミ
ッ
ト
ス
ピ
ー
チ
二
回
）
で
、
三
五
％
も

占
め
る
（
19
）。
ま
た
、
双
方
は
、
Ｎ
Ｉ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
等
社
交
行
事
（
socialoccasions）
で
頻
繁
に
顔
を
合
わ
せ
て
お
り
、
私
的
交
流
（
親
友

関
係
へ
の
発
展
、
家
族
同
士
の
交
流
等
）
も
深
め
た
。

ま
ず
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
歴
代
首
相
と
基
本
的
に
親
密
な
関
係
を
維
持
し
た
が
、
と
り
わ
け
長
期
政
権
を
担
っ
た
ト
ニ
ー
・

ブ
レ
ア
元
首
相
と
は
公
私
と
も
に
過
度
に
親
密
な
関
係
を
保
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
Ｎ
Ｃ
は
同
社
の
毎
年
恒
例
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
海

外
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
、
彼
を
野
党
党
首
時
代
を
含
め
て
二
度
（
一
九
九
五
年
六
月
豪
州
ヘ
イ
マ
ン
島
、
二
〇
〇
六
年
七
月
米
国
カ
ル
ホ

ル
ニ
ア
）
も
招
聘
し
た
。
こ
れ
は
単
な
る
親
し
さ
の
誇
示
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｃ
の
英
国
内
事
業
へ
の
優
遇
を
狙
っ
た
側
面
が
強
い
。
実
際
、

二
〇
〇
三
年
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
首
相
時
代
に
制
定
さ
れ
た
通
信
法
（
Com
m
unicationsA
ct2003）
に
基
づ
き
、
反
独
占
規
制
で
あ
る
ク

ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
所
有
（
cross-m
ediaow
nership）
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
外
資
に
よ
る
国
内
メ
デ
ィ
ア
所
有
（
cross-borderow
nership）

規
制
が
撤
廃
さ
れ
た
（
い
わ
ゆ
る
⽛
マ
ー
ド
ッ
ク
条
項
（
20
）⽜）。
一
方
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
イ
タ
リ
ア
最
大
メ
デ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
、

M
ediasetの
買
収
を
試
み
た
一
九
九
八
年
当
時
、
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
首
相
に
イ
タ
リ
ア
の
ロ
マ
ー
ノ
・
プ
ロ
ー
デ
ィ
（
Rom
anoProdi）

首
相
へ
の
打
診
を
請
託
し
た
疑
惑
が
あ
る
（
21
）。
そ
れ
故
、
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
元
首
相
は
一
部
メ
デ
ィ
ア
か
ら
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
Ｅ

Ｕ
販
売
代
理
人
と
揶
揄
さ
れ
た
（
22
）。
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ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
元
首
相
や
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
元
首
相
と
も
親
密
な
関
係
を
保
持
し
た
。

前
者
と
は
二
〇
〇
九
年
秋
⽛
サ
ン
⽜
が
保
守
党
支
持
に
転
換
す
る
ま
で
家
族
同
士
の
交
流
等
深
い
私
的
関
係
を
維
持
し
、
後
者
と
も
家
族

同
士
の
交
流
を
行
っ
た
（
23
）。

次
に
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
格
別
な
信
任
と
寵
愛
を
受
け
て
出
世
街
道
を
走
る
一
方
、
対
外
的
に

幅
広
い
政
治
的
・
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
政
治
指
導
者
や
警
視
庁
高
官
と
頻
繁
に
接
触
す
る
等
、
電
話
盗
聴
事
件
が
表
面
化

す
る
前
ま
で
の
数
年
間
政
官
界
と
メ
デ
ィ
ア
を
つ
な
ぐ
ハ
ブ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
彼
女
は
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
元
首
相
、
ゴ
ー
ド

ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
元
首
相
や
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
人
と
も
私
的
交
流
を
行
っ
た
。
彼
女
は
、
特
に
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
元
首
相
と
は
彼

女
の
夫
を
含
め
日
常
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
間
柄
で
、
政
治
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
（
例
え
ば
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
保
守
党

大
会
の
際
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
演
説
に
感
動
表
明
等
）
は
勿
論
、
私
的
交
流
（
パ
ー
テ
ィ
ー
、
乗
馬
等
）
を
深
め
た
（
24
）。

彼
女
は
業
務
上
支
障
が
な
い
限
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
政
治
家
が
親
友
関
係
に
発
展
す
る
の
は
悪
く
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
（
25
）。
し
か

し
、
彼
女
は
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
政
権
時
に
閣
僚
や
警
視
庁
首
脳
人
事
に
も
介
入
す
る
（
26
）等
、
政
治
指
導
者
と
単
な
る
親
友
関
係
に
止
ま

ら
な
か
っ
た
。
彼
女
の
政
界
に
持
つ
影
響
力
は
、端
的
に
彼
女
が
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
機
に
Ｎ
Ｉ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
辞
任
し
た
時
、デ
ー
ビ
ッ

ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
を
は
じ
め
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（
George
O
sborne）
財
務
大
臣
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
グ
（
W
illiam

H
ague）
外
務
大
臣
、
テ
レ
サ
・
メ
イ
（
T
heresaM
ay）
内
務
大
臣
、
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
元
首
相
よ
り
直
接
的
・
間
接
的
に
応
援
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
受
け
た
（
27
）事
実
が
如
実
に
示
す
。
ま
た
、
彼
女
が
無
罪
判
決
後
Ｎ
Ｉ
の
後
身
の
N
ew
s
U
K
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
復
帰
で
き
た
（
二
〇
一
五
年

九
月
）
の
も
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
絶
対
的
な
信
任
は
措
く
と
し
て
も
、
彼
女
の
政
界
内
外
の
影
響
力
に
起
因
す
る
。

さ
ら
に
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
は
政
治
指
導
者
等
の
信
任
の
下
、
政
治
権
力
の
懐
に
飛
び
込
ん
だ
。
彼
は
二
〇
〇
七
年
一
月
、

ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
等
が
王
室
電
話
盗
聴
事
件
で
実
刑
が
確
定
し
た
直
後
に
⽛
N
oW
⽜
を
去
っ
た
が
、
同
年
五
月
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
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ズ
ボ
ー
ン
影
の
内
閣
財
務
大
臣
の
推
薦
に
よ
り
保
守
党
の
首
席
報
道
官
に
抜
擢
さ
れ
（
28
）、
二
〇
一
〇
年
五
月
に
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン

政
権
の
首
席
報
道
官
に
就
任
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
二
〇
一
一
年
一
月
、
電
話
盗
聴
事
件
の
捜
査
再
開
を
受
け
、
公
職
を
離
れ
た
（
29
）。
留
意

す
べ
き
は
、彼
は
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
の
首
席
報
道
官
在
職
中
、Ｎ
Ｃ
の
株（
約
四
万
ポ
ン
ド
）を
申
告
せ
ず
保
有
し
て
い
た
（
30
）。

そ
の
他
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
Ｎ
Ｉ
首
脳
部
は
、
警
視
庁
の
電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
の
実
施
要
否
検
討
を
控
え
た
極
度
に
敏

感
な
時
期
の
二
〇
〇
九
年
七
月
、警
視
庁
を
監
督
す
る
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン（
BorisJohnson）ロ
ン
ド
ン
市
長
と
会
食
し
た
他
、ジ
ェ
ー

ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
等
は
電
話
盗
聴
事
件
が
表
面
化
す
る
直
前
の
二
〇
一
一
年
四
月
～
五
月
、
こ
の
問
題
を

め
ぐ
っ
て
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
市
長
と
通
話
し
た
（
31
）。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
市
長
自
身
も
二
〇
〇
六
年
電
話
盗
聴
事

件
の
犠
牲
者
で
あ
り
な
が
ら
、
警
視
庁
の
再
捜
査
不
要
決
定
（
二
〇
〇
九
年
七
月
）
を
擁
護
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
ロ
ン
ド
ン
市

議
会
や
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
い
て
自
身
の
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
や
Ｎ
Ｉ
と
の
関
係
が
追
及
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

（
⚒
）
検
討

以
上
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
Ｎ
Ｉ
の
幹
部
と
主
要
政
治
指
導
者
は
公
私
に
わ
た
り
過
度
に
親
密
な
関
係
を
持
っ

た
結
果
、
健
全
な
緊
張
感
を
喪
失
し
た
と
分
析
で
き
よ
う
。
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
政
治
家
と
の
距
離
観
や
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル

ソ
ン
の
公
職
起
用
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｉ
と
政
治
権
力
の
双
方
に
距
離
関
係
の
設
定
に
問
題
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

特
に
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
公
職
起
用
は
、
政
治
と
メ
デ
ィ
ア
の
癒
着
の
典
型
で
あ
る
。
保
守
党
と
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ

ロ
ン
政
権
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
重
用
は
、
名
目
上
は
彼
の
非
違
嫌
疑
（
32
）と
は
裏
腹
に
敏
腕
記
者
と
し
て
の
資
質
を
評
価
し
た
こ

と
に
な
る
が
、
実
質
的
に
は
推
薦
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
影
の
内
閣
財
務
大
臣
の
⽛
報
恩
人
事
⽜
で
あ
り
（
セ
ッ
ク
ス
・
薬
物
等
の

醜
聞
に
直
面
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
を
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
が
好
意
的
に
取
り
上
げ
た
経
緯
が
あ
る
（
33
））、
政
界
に
極
め
て
影

北研 55 (2・78) 344

論 説

北研 55 (2・79) 345

英国における電話盗聴事件の考察（二）



響
力
の
強
い
Ｎ
Ｉ
と
の
関
係
強
化
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
側
近
等
が
電
話
盗
聴
事
件
が
表
面
化
す
る

前
ま
で
Ｎ
Ｉ
を
厚
遇
し
た
の
が
、
そ
の
証
左
で
あ
る
（
34
）。

一
方
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
電
話
盗
聴
事
件
の
表
面
化
後
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
起
用
時
に
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ

ド
マ
ン
を
含
む
⽛
N
oW
⽜
職
員
等
の
電
話
盗
聴
事
実
を
認
知
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
を
抜
擢
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
弁
明
し
、
彼
を
庇

護
し
た
。
こ
の
よ
う
な
弁
明
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
最
初
の
公
職
起
用
に
つ
い
て
は
多
少
首
肯
で
き
る
に

し
て
も
、
少
な
く
と
も
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
抗
弁
の
信
憑
性
が
相
当
薄
れ
た
二
〇
一
〇
年
五
月
時
点
に
お
け
る
首
相
の
首
席
報
道
官

と
し
て
の
重
用
に
つ
い
て
は
説
得
力
を
欠
く
。

結
局
、
Ｎ
Ｉ
と
政
治
権
力
の
不
適
切
な
関
係
は
、
後
述
す
る
BSkyB
の
買
収
審
査
が
露
呈
し
た
よ
う
に
、
相
互
を
束
縛
す
る
癒
着
関
係

に
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⚓

不
明
瞭
な
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
買
収
プ
ロ
セ
ス

（
⚑
）
概
要

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
の
買
収
に
続
き
、
一
九
八
一
年
一
月
に
カ
ナ
ダ
の
ト
ム
ソ
ン
社
（
T
hom
son

O
rganization
lim
ited）
傘
下
の
Ｔ
Ｎ
Ｌ
が
発
行
し
て
い
た
最
高
権
威
紙
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
そ
の
姉
妹
紙
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
を

買
収
し
、
彼
が
一
〇
〇
％
所
有
す
る
Ｎ
Ｉ
の
統
括
下
に
置
い
た
。
ト
ム
ソ
ン
社
は
一
九
八
〇
年
一
〇
月
、
労
使
紛
争
で
困
難
に
直
面
し
た

⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
い
手
を
探
し
て
い
た
が
、
Ｎ
Ｉ
が
同
年
一
二
月
に
買
収
入
札
に
参
加
し
、
僅
か
三
週
間

の
集
中
的
な
協
議
を
経
て
取
引
が
成
立
し
た
（
35
）。

Ｎ
Ｉ
に
よ
る
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
収
プ
ロ
セ
ス
を
ま
と
め
る
と
、〈
表
一
〉
の
通
り
で
あ
る
。
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〈
表
一
〉
Ｎ
Ｉ
の
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
買
収
プ
ロ
セ
ス

日

付

内

容

一
九
八
〇
・
一
〇

ト
ム
ソ
ン
社
が
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
い
手
を
物
色

一
九
八
〇
・
一
二

Ｎ
Ｉ
が
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
収
入
札
に
参
加

一
九
八
一
・

一
・
二
二
ト
ム
ソ
ン
社
と
Ｎ
Ｉ
が
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
編
集
の
独
立
維
持
（
編
集
者
の
独
立
及
び
職
員

人
事
と
新
聞
の
政
治
的
見
解
に
関
す
る
権
限
等
）
等
に
関
す
る
了
解
事
項
を
発
表

一
九
八
一
・

一
・
二
六
ト
ム
ソ
ン
社
が
ジ
ョ
ン
・
ビ
ッ
フ
ェ
ン
（
John
Biffen）
通
商
大
臣
に
Ｎ
Ｉ
と
の
取
引
承
認
願
を
提
出

一
九
八
一
・

一
・
二
七
ジ
ョ
ン
・
ビ
ッ
フ
ェ
ン
通
商
大
臣
が
承
認
を
決
定
し
、
議
会
に
説
明

出
典
：
K
eith
RupertM
urdoch,In
theM
atteroftheLeveson
InquiryintotheCulture,Practicesand
E
thicsofthePress:E
xhibitK
R
M
4
(Leveson

Inquiry,12
A
pril2012),5-7
を
基
に
作
成
。

（
⚒
）
検
討

ト
ム
ソ
ン
社
は
、
Ｎ
Ｉ
の
⽛
サ
ン
⽜
に
対
す
る
事
業
上
の
手
腕
を
高
く
評
価
し
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
収

入
札
を
最
初
か
ら
歓
迎
し
た
。
双
方
は
懸
案
の
編
集
の
独
立
に
関
す
る
協
議
と
了
解
を
経
る
等
、慎
重
に
交
渉
を
進
め
た
。
本
件
買
収
は
、

そ
の
後
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
英
国
内
新
聞
市
場
に
お
け
る
支
配
的
地
位
（
全
国
新
聞
市
場
の
約
三
分
の
一
占
有
）
を
築
く
礎
と

な
っ
た
（
36
）。

と
こ
ろ
が
、
本
件
買
収
手
続
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
側
と
政
府
の
政
治
的
取
引
が
疑
わ
れ
る
。
本
件

買
収
入
札
は
、
公
正
取
引
法
（
FairT
rading
A
ct1973）
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｃ
の
前
身
で
企
業
の
合
併
買
収
を
所
管
し
て
い
た
独
占
・
合
併
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委
員
会
（
M
onopoliesand
M
ergersCom
m
ission,M
M
C）
に
回
付
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
正
規
の
手
続
を
踏

ま
ず
、
一
瀉
千
里
に
本
件
買
収
を
承
認
し
た
。

本
件
買
収
当
時
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
と
も
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
も
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・

ワ
イ
ヤ
ッ
ト
（
W
oodrow
W
yatt）
が
当
時
の
状
況
を
述
懐
し
た
後
日
の
日
記
（
一
九
八
七
年
六
月
一
四
日
）
に
よ
る
と
、
マ
ー
ガ
レ
ッ

ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
と
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
秘
密
会
合
を
持
ち
（
一
九
八
一
年
一
月
四
日
）、
本
件
買
収
入
札
が
M
M
C
に
回
付

さ
れ
な
い
よ
う
に
調
整
し
た
（
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ワ
イ
ヤ
ッ
ト
が
助
力
（
37
））。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
、
政
府
が
本
件
買
収
入
札
に
対
し
て
正
式
に

協
議
す
る
三
週
間
前
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ワ
イ
ヤ
ッ
ト
の
仲
介
で
持
っ
た
秘
密
会
合
で
本
件
入
札
の
M
M
C
へ
の
回
付
を
回
避
で
き
る
大
義

名
分
を
模
索
し
（
二
紙
の
経
済
的
状
況
）、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
新
聞
の
政
府
支
持
を
確
認
す
る
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
交
渉
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
秘
密
会
合
の
存
在
は
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
、憶
測
が
憶
測
を
呼
ん
で
い
た
が
、二
〇
一
二
年
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー

財
団
（
M
argaretT
hatcherFoundation）
に
よ
り
事
実
（
一
九
八
一
年
一
月
四
日
地
方
官
邸
で
開
催
）
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
と
会
っ
て
本
件
買
収
を
協
議
し
て
お
ら
ず
、
ジ
ョ
ン
・
ビ
ッ
フ
ェ

ン
通
商
大
臣
に
本
件
の
M
M
C
へ
の
回
付
を
反
対
し
な
か
っ
た
と
反
駁
し
た
（
38
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
元
首

相
は
歴
代
首
相
の
中
で
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
お
い
て
最
も
成
功
し
た
首
相
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
39
）が
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
の
関

係
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
成
功
の
純
粋
性
に
疑
念
が
残
る
。

一
方
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
ト
ム
ソ
ン
社
と
の
交
渉
の
過
程
で
書
面
合
意
し
た
二
紙
の
編
集
の
独
立
（
編
集
者
に
政
策
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
限
と
責
任
付
与
、
経
営
者
の
編
集
者
へ
の
ニ
ュ
ー
ス
・
論
評
の
取
捨
選
択
と
均
衡
に
関
す
る
指
示
排
除
等
）
に
関
す
る
了
解
事

項
を
守
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
二
紙
の
買
収
か
ら
一
年
も
経
過
し
な
い
う
ち
に
、
財
政
・
経
済
政
策
等
に
関
す
る
編
集
方
針
を
め
ぐ
っ
て
職

員
等
に
干
渉
・
指
示
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
40
）。
こ
の
よ
う
な
彼
の
振
舞
は
、
経
営
ト
ッ
プ
と
し
て
の
専
横
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
編
集
者
は
勿
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論
、
編
集
の
自
由
の
保
障
等
を
条
件
に
買
収
を
承
認
し
た
政
府
に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
は
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

か
っ
た
。

要
す
る
に
、
Ｎ
Ｉ
に
よ
る
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
収
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
政
府
の
癒
着
の
産

物
の
可
能
性
が
高
く
、
想
定
外
の
事
態
（
経
営
側
の
編
集
部
門
へ
の
干
渉
）
を
も
招
い
た
。

⚔

理
不
尽
な
BSkyB
買
収
審
査

（
⚑
）
概
要

二
〇
一
〇
年
六
月
中
旬
、
Ｎ
Ｃ
に
よ
る
BSkyB
の
買
収
計
画
が
紙
上
で
リ
ー
ク
さ
れ
た
（
41
）。
同
計
画
は
、
BSkyB
の
筆
頭
株
主
（
三
九
・

一
％
の
持
分
保
有
）
で
あ
る
Ｎ
Ｃ
が
、
そ
の
残
余
持
分
（
六
〇
・
九
％
）
の
取
得
を
通
じ
て
BSkyB
を
完
全
子
会
社
化
す
る
（
八
〇
億
ポ

ン
ド
投
資
）
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

そ
の
後
、
Ｎ
Ｃ
は
BSkyB
買
収
申
請
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
第
一
次
関
門
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
承
認
を
勝
ち
取
っ
た
（
42
）。
欧
州
委

員
会
（
European
Com
m
ission）
は
本
件
買
収
に
つ
き
、
欧
州
経
済
圏
や
他
の
実
体
的
部
門
（
①
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
、
②
新
聞
、
③
広
告

等
）
に
お
い
て
有
効
な
競
争
を
著
し
く
妨
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
承
認
し
つ
つ
、
英
国
政
府
が
Ｅ
Ｕ
合
併
規
則
（
E
U

M
ergerRegulation）
二
一
条
（
規
則
及
び
管
轄
権
の
適
用
）
に
基
づ
き
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
保
護
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
取
リ
得
る

こ
と
を
付
言
し
た
（
43
）。
企
業
買
収
を
所
管
す
る
主
務
大
臣
、
ビ
ン
ス
・
ケ
ー
ブ
ル
（
V
inceCable）
産
業
大
臣
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
四
日
、

本
件
買
収
申
請
を
受
け
、
Ｅ
Ｕ
介
入
通
知
を
発
動
し
、
公
正
取
引
庁
（
O
fficeofFairT
rading,O
FT
.二
〇
一
四
年
四
月
よ
り
競
争
・
市

場
庁
（
Com
petition
and
M
arketsA
uthority,CM
A
）
及
び
金
融
行
為
監
督
機
構
（
FinancialConductA
uthority,FCA
）
等
に
改

組
））
と
放
送
通
信
庁
（
O
fficeofCom
m
unications,O
fcom
）
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
企
業
法
（
EnterpriseA
ct2002）
四
条
（
年
次
報
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告
書
等
）、
五
八
条
（
具
体
的
な
公
益
性
考
慮
事
項
）
に
基
づ
く
調
査
報
告
書
の
提
出
を
求
め
た
。

こ
の
要
求
を
受
け
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
〇
日
、
本
件
買
収
申
請
は
企
業
法
六
八
条
二
項
の
Ｅ
Ｕ
合
併
審
査
対
象
事
案

（
European
relevantm
ergersituation
（
44
））
で
あ
る
た
め
、
主
務
大
臣
が
企
業
法
施
行
規
則
（
O
rder
2003）
五
条
三
項
（
Ｃ
Ｃ
回
付
）

の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｃ
に
回
付
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
報
告
書
（
45
）を
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
（
Jerem
y
H
unt）
文
化

大
臣
（
46
）に
提
出
し
た
。
ま
た
、
O
fcom
は
同
年
一
二
月
三
一
日
、
Ｎ
Ｃ
と
BSkyB
の
結
合
は
多
元
性
を
め
ぐ
る
疑
義
を
呈
す
る
と
結
論
付

け
、
本
件
買
収
申
請
は
Ｃ
Ｃ
に
回
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
の
公
益
性
審
査
（
publicinteresttest）
に
関
す
る
報
告
書
（
47
）

を
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
提
出
し
た
。
O
fcom
は
①
メ
デ
ィ
ア
企
業
支
配
者
の
多
元
性
に
つ
き
、
㋐
外
的
多
元
性
（
external

plurality）、
㋑
内
的
多
元
性
（
internalplurality）、
㋒
マ
ル
チ
ソ
ー
シ
ン
グ
（
m
ulti-sourcing）
と
オ
ン
ラ
イ
ン
ニ
ュ
ー
ス
供
給
に
わ

た
り
探
究
し
、
②
今
後
市
場
展
開
に
関
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
評
価
の
難
し
さ
を
言
及
し
た
上
、
③
本
件
買
収
を
公
益
に
反
す
る
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
、
全
面
的
な
第
二
次
検
討
を
助
言
・
勧
告
し
つ
つ
、
④
今
後
広
域
市
場
展
開
に
際
し
十
分
な
多
元
性
確
保
に
関

す
る
懸
念
を
表
明
し
た
（
48
）。

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
O
fcom
の
公
益
性
審
査
に
関
す
る
報
告
書
を
受
理
し
た
後
二
〇
一
一
年
一
月
七
日
、
本
件
買
収
審
査
の

Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
の
可
否
に
関
す
る
最
終
判
断
に
先
立
ち
、
Ｎ
Ｃ
の
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
Ｃ
Ｅ
Ｏ
及
び
BSkyB
の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ダ

ロ
ッ
チ
（
Jerem
y
D
arroch）
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
追
加
陳
述
書
の
提
出
機
会
を
付
与
す
る
と
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
BSkyB
は
一
月
一
三

日
、
O
fcom
の
本
件
買
収
の
危
険
性
に
関
す
る
摘
示
は
そ
の
査
定
方
法
の
不
適
切
さ
の
故
に
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
、
主
務
大
臣
が
Ｃ
Ｃ
に

回
付
し
な
い
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
回
答
し
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｃ
は
一
月
一
四
日
に
BSkyB
の
見
解
に
共
鳴
し
た
こ
と
に
続
き
、
一
月

一
八
日
に
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
本
件
買
収
審
査
を
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
に
代
わ
る
公
約
、
す
な
わ
ち
代
替
案
（
undertaking
in
lieu
（
49
））

を
提
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
一
月
二
五
日
に
本
件
買
収
審
査
を
め
ぐ
る
経
緯
と
今
後
の
方
針
に
関
す
る
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声
明
書
を
発
表
し
、
一
月
二
七
日
に
は
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
受
理
の
可
否
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
企
業
法
九
三
条
（
業
務
・

命
令
に
関
す
る
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
追
加
役
割
）、
一
〇
六
Ｂ
条
（
O
fcom
の
一
般
諮
問
機
能
）
に
基
づ
き
諮
問
し
た
。

Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
二
〇
一
一
年
二
月
一
一
日
、
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
が
明
瞭
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
財
政
的
・
実
際
的
実
現
可
能
性
に
疑
問
を

呈
し
、主
務
大
臣
に
代
替
案
の
要
件
の
精
密
化
を
図
る
べ
く
、O
fcom
の
助
力
の
下
Ｎ
Ｃ
と
の
追
加
協
議
を
提
言
し
た
（
50
）。
O
fcom
も
同
日
、

Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
が
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
関
す
る
潜
在
的
懸
念
の
解
消
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
主
務
大
臣
に
代
替
案
の
的
確
な
ガ
バ

ナ
ン
ス
（
財
政
的
・
実
際
的
実
現
可
能
性
）
の
重
要
性
に
照
ら
し
、
代
替
案
の
要
件
に
関
す
る
精
緻
な
検
討
の
た
め
Ｎ
Ｃ
と
の
追
加
協
議

を
提
言
す
る
一
方
、
政
府
に
公
益
の
観
点
か
ら
多
元
性
確
保
の
た
め
の
規
制
枠
組
の
再
考
を
再
勧
告
し
た
（
51
）。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣

は
両
報
告
書
を
受
理
し
た
後
二
月
一
五
日
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
に
代
替
案
の
実
体
的
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
通
知
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
二
月
一
六
日
、
直
ち
に
修
正
代
替
案
（
52
）を
提
出
し
た
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
修
正
代
替

案
を
受
け
て
二
月
一
七
日
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
追
加
諮
問
し
た
。

Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
二
〇
一
一
年
三
月
一
日
、
修
正
代
替
案
の
中
短
期
（
一
〇
年
上
限
）
の
財
政
的
・
実
際
的
実
現
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
本

質
的
な
構
造
的
限
界
を
摘
示
し
、
主
務
大
臣
に
第
三
者
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
（
53
）。
O
fcom
も
同
日
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
の
見
解
と
軌
を

一
に
す
る
内
容
を
提
言
し
つ
つ
、
政
府
に
長
期
的
な
多
元
性
確
保
の
た
め
の
規
制
枠
組
の
再
考
を
再
三
勧
告
し
た
（
54
）。

Ｎ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
三
月
一
日
、本
件
買
収
に
よ
る
公
益
の
阻
害
効
果
の
低
減
・
防
止
の
た
め
代
替
案
を
再
修
正
し（
再
修
正
代
替
案
）、

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
提
出
し
た
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
再
修
正
代
替
案
を
受
け
て
三
月
三
日
、
本
件
審
査
を
Ｃ
Ｃ
に

回
付
す
る
代
わ
り
に
、
Sky
N
ew
sの
独
立
を
骨
子
と
す
る
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
に
関
す
る
一
般
意
見
聴
取
（
public
consultation）
の
開
始

を
下
院
に
報
告
し
た
。
一
般
意
見
聴
取
（
三
月
二
一
日
終
了
（
55
））
の
結
果
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
関
す
る
懸
念
を
は
じ
め
、
Sky
N
ew
sの

編
集
・
運
営
上
の
独
立
に
疑
問
を
提
起
す
る
内
容
が
少
な
く
な
か
っ
た
（
56
）。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
三
月
二
四
日
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
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O
fcom
関
係
者
の
立
会
の
下
、
ス
ロ
ー
タ
ー
＆
メ
イ
（
Slaughterand
M
ay）
法
律
事
務
所
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
、

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
・
メ
デ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
、
テ
レ
グ
ラ
フ
・
メ
デ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
、
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
ニ
ュ
ー
ス
＆
メ
デ
ィ
ア
（
A
ssociated

N
ew
s
and
M
edia）
と
議
論
し
た
が
、
参
加
者
か
ら
は
本
件
買
収
に
関
す
る
懸
念
（
57
）が
表
明
さ
れ
、
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
が
主
張
さ
れ
た
。

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
二
〇
一
一
年
三
月
一
八
日
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
Ｎ
Ｃ
の
再
修
正
代
替
案
及
び
一
般
意
見
に
つ
い
て
再

度
諮
問
し
た
。
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
は
六
月
二
二
日
、
Ｎ
Ｃ
の
再
修
正
代
替
案
が
、
当
初
摘
示
し
た
懸
念
（
N
ew
co
の
財
政
的
・
実
際
的
実

現
可
能
性
等
）
に
対
処
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
六
月
三
〇
日
、
Ｎ
Ｃ
の
再
修
正
代
替
案
を
受
け
入
れ
る

意
向
を
示
し
、
そ
の
前
に
一
般
意
見
聴
取
を
追
加
実
施
す
る
と
発
表
し
た
。
追
加
一
般
意
見
聴
取
（
七
月
八
日
終
了
）
の
結
果
、
全
体
の

約
一
五
万
六
〇
〇
〇
件
の
意
見
の
う
ち
、
相
当
数
が
本
件
買
収
に
関
す
る
懸
念
・
疑
問
を
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
一
年
七
月
に
入
り
、
Ｎ
Ｃ
傘
下
の
新
聞
の
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
に
伴
い
、
本
件
買
収
審
査
手
続
は
重
大
な

局
面
を
迎
え
た
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
七
月
一
一
日
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
対
し
、
上
記
六
月
二
二
日
提
言
の
変
更
の
有
無
を

打
診
し
た
が
、
同
日
、
Ｎ
Ｃ
が
本
件
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
に
代
わ
る
代
替
案
を
撤
回
し
た
た
め
、
下
院
で
本
件
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ

へ
の
回
付
を
公
言
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｎ
Ｃ
は
七
月
一
三
日
、
政
府
の
態
度
変
化
に
加
え
、
労
働
党
が
Ｎ
Ｃ
の
深
刻
な
反
競
争
性
を
理
由

に
本
件
買
収
申
請
の
撤
回
を
求
め
る
動
議
を
提
出
す
る
逆
風
に
直
面
し
、
結
局
、
本
件
買
収
申
請
を
撤
回
し
た
。
こ
れ
で
、
一
年
以
上
進

め
ら
れ
た
本
件
買
収
手
続
は
無
為
に
終
わ
っ
た
。

以
上
、
Ｎ
Ｃ
に
よ
る
BSkyB
の
買
収
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
を
ま
と
め
る
と
、〈
表
二
〉
の
通
り
で
あ
る
。
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〈
表
二
〉
Ｎ
Ｃ
の
BSkyB
買
収
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き

日

付

内

容

二
〇
一
〇
・

六
・
一
四
Ｎ
Ｃ
の
BSkyB
の
完
全
買
収
計
画
が
浮
上

二
〇
一
〇
・

七
・

六
下
院
議
員
等
が
買
収
計
画
に
関
す
る
討
議
と
調
査
要
請

二
〇
一
〇
・
一
一
・

三
Ｎ
Ｃ
が
欧
州
委
員
会
に
買
収
申
請

二
〇
一
〇
・
一
一
・

四
ビ
ン
ス
・
ケ
ー
ブ
ル
産
業
大
臣
が
Ｅ
Ｕ
介
入
通
知
を
発
動
し
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
買
収
申
請
に
つ
き
企
業
法
に
基
づ

く
調
査
報
告
書
の
提
出
を
要
求

二
〇
一
〇
・
一
二
・
二
一
欧
州
委
員
会
が
買
収
を
承
認

二
〇
一
〇
・
一
二
・
二
一
主
務
大
臣
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
文
化
大
臣
に
交
代

二
〇
一
〇
・
一
二
・
三
〇
Ｏ
Ｆ
Ｔ
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
報
告
書
を
提
出

二
〇
一
〇
・
一
二
・
三
一
O
fcom
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
報
告
書
を
提
出

二
〇
一
一
・

一
・

六
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
O
fcom
の
報
告
書
を
め
ぐ
り
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
Ｎ
Ｃ
関
係
者
と
意

見
交
換

二
〇
一
一
・

一
・

七
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｎ
Ｃ
と
BSkyB
に
追
加
陳
述
書
を
要
請

二
〇
一
一
・

一
・
一
〇
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
O
fcom
の
報
告
書
の
諸
論
点
を
め
ぐ
り
O
fcom
関
係
者
と
議
論

二
〇
一
一
・

一
・
一
三
BskyB
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
を
引
き
止
め
る

二
〇
一
一
・

一
・
一
四
Ｎ
Ｃ
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
を
引
き
止
め
る

二
〇
一
一
・

一
・
一
八
Ｎ
Ｃ
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
に
代
わ
る
代
替
案
を
提
出
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日

付

内

容

二
〇
一
一
・

一
・
二
〇
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｎ
Ｃ
の
陳
述
書
を
め
ぐ
り
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
Ｎ
Ｃ
関
係
者
か
ら
意

見
聴
取

二
〇
一
一
・

一
・
二
五
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
買
収
審
査
を
め
ぐ
る
経
緯
と
今
後
の
方
針
を
発
表

二
〇
一
一
・

一
・
二
七
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
受
理
の
可
否
に
つ
い
て
企
業
法
に
基
づ
き
諮
問

二
〇
一
一
・

二
・
一
一
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出

二
〇
一
一
・

二
・
一
五
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｎ
Ｃ
に
代
替
案
の
実
体
的
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
通
知

二
〇
一
一
・

二
・
一
六
Ｎ
Ｃ
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
修
正
代
替
案
を
提
出

二
〇
一
一
・

二
・
一
七
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
Ｎ
Ｃ
の
修
正
代
替
案
に
つ
い
て
諮
問

二
〇
一
一
・

三
・

一
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
Ｎ
Ｃ
の
修
正
代
替
案
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出

二
〇
一
一
・

三
・

一
Ｎ
Ｃ
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
再
修
正
代
替
案
を
提
出

二
〇
一
一
・

三
・

二
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
の
報
告
書
の
諸
論
点
を
め
ぐ
り
両
機
関
関
係
者
と
議
論

二
〇
一
一
・

三
・

三
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
に
関
す
る
一
般
意
見
聴
取
を
開
始

二
〇
一
一
・

三
・
一
八
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
Ｎ
Ｃ
の
再
修
正
代
替
案
に
つ
い
て
諮
問

二
〇
一
一
・

三
・
二
一
一
般
意
見
聴
取
を
終
了
（
約
四
万
件
）

二
〇
一
一
・

三
・
二
四
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
を
は
じ
め
新
聞
グ
ル
ー
プ
関
係
者
と
意
見
交
換

二
〇
一
一
・

四
・
一
五
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
A
vaaz
代
表
等
と
意
見
交
換

二
〇
一
一
・

六
・
二
二
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
Ｎ
Ｃ
の
再
修
正
代
替
案
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
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二
〇
一
一
・

六
・
三
〇
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｎ
Ｃ
の
再
修
正
代
替
案
を
受
け
入
れ
る
意
向
を
示
し
、
一
般
意
見
聴
取
を
追
加
実
施

二
〇
一
一
・

七
・

八
追
加
一
般
意
見
聴
取
を
終
了
（
約
一
五
万
六
〇
〇
〇
件
）

二
〇
一
一
・

七
・
一
一
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
両
機
関
の
六
月
二
二
日
提
言
の
変
更
の
有
無
を
打
診

二
〇
一
一
・

七
・
一
一
Ｎ
Ｃ
が
代
替
案
を
撤
回

二
〇
一
一
・

七
・
一
一
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
買
収
審
査
を
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
を
表
明

二
〇
一
一
・

七
・
一
三
Ｎ
Ｃ
が
買
収
申
請
を
撤
回

出
典
：
D
epartm
entfor
D
igital,Culture,M
edia
&
Sport,T
im
eline:N
ew
scorp/BSkyB
M
ergerを
基
に
作
成
。

本
件
買
収
騒
動
が
惹
起
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
に
関
す
る
論
争
を
受
け
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
、

O
fcom
に
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
有
効
な
多
元
性
測
定
に
つ
い
て
諮
問
し
た
（
58
）。
こ
れ
に
対
し
、
O
fcom
は
二
〇
一
二
年
六
月
一
九
日
、
本
件

買
収
を
め
ぐ
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
報
告
書
の
勧
告
を
踏
ま
え
、
有
効
な
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
の
測
定
枠
組
と
し
て
実
質
的
な
定

量
的
証
拠
・
分
析
方
法
を
提
示
し
つ
つ
、
究
極
的
に
議
会
の
高
度
の
判
断
に
基
づ
く
枠
組
の
確
立
を
求
め
る
内
容
の
⽛
メ
デ
ィ
ア
の
多
元

性
の
測
定
に
関
す
る
報
告
書
⽜
を
公
表
し
た
（
59
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
BSkyB（
二
〇
一
四
年
一
一
月
よ
り
Sky
U
K
に
改
名
）
は
そ
の
後
も
暫
く
旧
Ｎ
Ｃ
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

（
映
画
、放
送
等
）部
門
を
継
承
し
た
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
実
質
的
な
支
配
下
に
あ
っ
た（
三
九
・
一
％
の
持
分
保
有
）が
、21
世
紀
フ
ォ
ッ

ク
ス
を
含
む
米
国
の
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
間
の
入
札
戦
の
結
果
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
に
米
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
大
手
コ
ム
キ
ャ
ス
ト

（
Com
castCorporation）
に
よ
り
買
収
さ
れ
た
。
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（
⚒
）
検
討

Ｎ
Ｃ
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
の
一
九
九
〇
年
代
初
頭
、
英
国
の
衛
星
放
送
事
業
が
も
た
ら
し
た
巨
額
の
負
債
を
米
国

内
の
多
数
の
雑
誌
事
業
の
売
却
に
よ
り
辛
う
じ
て
補
填
す
る
一
方
、
当
時
競
争
社
と
と
も
に
合
弁
企
業
と
し
て
BSkyB
を
設
立
し
、
支

配
的
な
持
分
を
獲
得
し
た
。
BSkyB
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
次
ぐ
英
国
最
大
放
送
事
業
者
と
し
て
成
長
し
（
ニ
ュ
ー
ス
、
ス
ポ
ー
ツ
、
映
画
等
多

様
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
保
有
）、
有
料
テ
レ
ビ
市
場
を
支
配
し
て
き
た
。

超
国
家
的
メ
デ
ィ
ア
複
合
企
業
で
あ
る
Ｎ
Ｃ
が
BSkyB
を
完
全
買
収
す
れ
ば
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
英
国
内
事
業
史
上
最
大

規
模
で
、
世
界
的
な
ビ
ッ
グ
・
デ
ィ
ー
ル
で
あ
る
。
仮
に
実
現
す
れ
ば
、
Ｎ
Ｃ
は
英
国
内
同
社
メ
デ
ィ
ア
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果
に
よ
る
売
上

高
の
飛
躍
的
増
加
（
60
）に
加
え
、
主
要
放
送
・
通
信
部
門
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
支
配
、
デ
ジ
タ
ル
未
来
事
業
の
優
越
的
地

位
の
獲
得
が
期
待
さ
れ
た
。

本
件
買
収
は
、
大
き
く
Ｅ
Ｕ
合
併
規
則
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
の
承
認
（
第
一
関
門
）
と
、
英
国
国
内
法
に
基
づ
く
英
国
政
府
の
承
認
（
第
二

次
関
門
）
を
要
す
る
事
案
で
あ
る
。
ま
ず
、
Ｎ
Ｃ
は
第
一
次
関
門
を
無
事
通
過
し
た
。
し
か
し
、
欧
州
委
員
会
の
承
認
決
定
に
よ
る
と
、

本
件
買
収
の
メ
デ
ィ
ア
市
場
の
外
的
環
境
へ
の
影
響
に
力
点
を
置
く
あ
ま
り
、
思
想
・
情
報
の
自
由
な
流
れ
等
民
主
主
義
へ
の
影
響
に
関

す
る
検
討
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
た
だ
、
欧
州
委
員
会
は
英
国
政
府
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
合
併
規
則
に
基
づ
き
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
保

護
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
取
リ
得
る
こ
と
を
喚
起
し
た
。

次
に
、
Ｎ
Ｃ
は
第
二
次
関
門
で
最
終
関
門
を
簡
単
に
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
件
買
収
に
対
し
、
各
界
か
ら
メ
デ
ィ
ア
の

多
元
性
の
実
質
的
な
低
下
に
関
す
る
懸
念
が
提
起
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
Ｎ
Ｉ
を
除
く
メ
デ
ィ
ア
界
の
反
発
が
強
く
（
反
対
連

帯
の
結
成
（
61
））、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
文
化
大
臣
が
二
度
も
実
施
し
た
一
般
意
見
聴
取
に
お
い
て
も
多
数
の
反
対
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。

本
件
買
収
を
め
ぐ
る
政
府
の
対
応
の
適
否
を
検
討
す
る
前
に
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
合
併
規
制
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
本
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件
買
収
審
査
当
時
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
結
合
（
Ｍ
＆
Ａ
）
を
め
ぐ
っ
て
は
他
部
門
と
同
様
、
企
業
法
に
基
づ
き
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
Ｃ
Ｃ
が
競
争
規

制
（
競
争
審
査
）
に
関
与
す
る
構
造
で
あ
っ
た
（
現
在
は
Ｃ
Ｍ
Ａ
が
一
元
的
に
審
査
（
62
））。
一
方
、
同
法
は
メ
デ
ィ
ア
公
益
性
を
基
に
、
前
述

し
た
合
併
審
査
対
象
事
案
や
特
別
合
併
審
査
対
象
事
案
に
つ
き
主
務
大
臣
の
介
入
を
許
容
し
て
お
り
（
五
八
条
）、
介
入
告
示
が
通
知
さ
れ

る
と
、
前
者
に
は
Ｏ
Ｆ
Ｔ
に
よ
る
標
準
競
争
審
査
（
standard
com
petition
assessm
ent）
と
O
fcom
に
よ
る
公
益
性
審
査
（
63
）が
並
行
的

に
実
施
さ
れ
（
主
務
大
臣
に
対
し
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
は
競
争
問
題
に
関
す
る
報
告
義
務
、
O
fcom
は
メ
デ
ィ
ア
公
益
性
の
観
点
か
ら
の
助
言
義
務

を
負
う
）、
後
者
に
は
O
fcom
に
よ
る
公
益
性
審
査
の
み
が
実
施
さ
れ
る
。
ま
た
、
主
務
大
臣
は
Ｅ
Ｕ
合
併
規
則
二
一
条
四
項
の
メ
デ
ィ

ア
公
益
性
審
査
を
要
す
る
事
案
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
介
入
通
知
を
発
動
し
、
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
企
業
法
六
七
条
）。
こ
の
よ
う
な
手
続
を

経
て
、
主
務
大
臣
が
当
該
事
案
を
Ｃ
Ｃ
に
回
付
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｃ
は
よ
り
具
体
的
な
審
査
を
行
う
。
勿
論
、
主
務
大
臣
は
当
該
メ
デ
ィ
ア
企

業
の
結
合
が
公
益
と
背
馳
す
る
と
判
断
す
る
場
合
、
公
益
性
考
慮
要
素
の
み
で
Ｃ
Ｃ
に
回
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
件
買
収
の
場
合
、
主
務
大
臣
が
Ｅ
Ｕ
介
入
通
知
を
発
動
し
て
お
り
、
最
大
争
点
は
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
の
可
否
で
あ
っ
た
。
当
初
、
競
争

審
査
（
Ｏ
Ｆ
Ｔ
）
と
公
益
審
査
（
O
fcom
）
の
両
面
か
ら
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
が
助
言
さ
れ
た
が
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
Ｎ
Ｃ
の
本
件

買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
に
代
わ
る
数
次
の
代
替
案
の
提
案
を
め
ぐ
り
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
に
事
実
上
立
場
の
変
更
を
誘
導
す
る
助

言
を
繰
り
返
し
要
請
し
た
。
結
局
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
二
〇
一
一
年
六
月
末
、
Ｎ
Ｃ
の
代
替
案
の
受
入
を
既
成
事
実
化
し
、

追
加
一
般
意
見
聴
取
を
経
て
、
本
件
買
収
を
決
着
（
承
認
）
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
連
の
電

話
盗
聴
事
件
発
覚
に
よ
り
、
Ｎ
Ｃ
は
代
替
案
の
撤
回
に
追
い
込
ま
れ
、
や
が
て
本
件
買
収
申
請
自
体
の
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
結
局
、

本
件
買
収
は
頓
挫
し
た
が
、
政
府
が
本
件
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
回
避
を
図
る
Ｎ
Ｃ
を
側
面
支
援
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

で
は
、
本
件
買
収
を
め
ぐ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
の
低
下
へ
の
懸
念
が
強
く
提
起
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・

ハ
ン
ト
大
臣
は
Ｎ
Ｃ
に
忖
度
に
近
い
審
査
手
続
を
進
め
た
の
か
。
そ
れ
は
、
従
前
よ
り
Ｎ
Ｃ
側
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
を
は
じ
め
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政
界
の
実
力
者
達
に
持
続
的
に
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
（
64
）の
見
返
り
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
実
際
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト

大
臣
が
⽛
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
チ
ア
リ
ー
ダ
ー
⽜
を
自
認
し
た
事
実
（
65
）は
看
過
で
き
な
い
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
の
⽛
ル
パ
ー

ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
チ
ア
リ
ー
ダ
ー
⽜
役
を
示
す
証
拠
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
文
化
省
と
Ｎ
Ｃ
の
間
の
本
件
買
収
を
め
ぐ
る
バ
ッ
ク
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
back
channel）
の
存
在
で
あ
る
。
Ｎ
Ｃ
の
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ミ
シ
ェ
ル
（
FrédéricM
ichel）
欧
州
広
報
官
（
ロ
ビ
ー
イ
ス
ト
）
は
本
件
買
収
手
続
中
（
二
〇
一
〇
年
六
月
～
二
〇
一
一
年
七
月
）、

文
化
省
と
本
件
買
収
を
め
ぐ
り
電
話
一
九
一
通
、
電
子
メ
ー
ル
一
五
八
通
、
テ
キ
ス
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
七
九
九
回
（
首
相
官
邸
、
財
務
大
臣

を
含
め
る
と
一
〇
五
六
回
）
を
交
信
し
た
が
、
そ
の
主
な
相
手
（
約
九
〇
％
）
は
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
A
dam

Sm
ith）
特
別
補
佐
官
で
あ
っ
た
（
66
）。
Ｎ
Ｃ
側
は
、
本
件
買
収
に
関
す
る
政
府
の
意
思
決
定
過
程
に
直
接
的
・
間
接
的
に
関
与
し
た
政
治
家
達

と
緊
密
に
交
信
し
た
が
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ミ
シ
ェ
ル
が
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
父
子
の
意
向
を
受
け
、
ビ
ン
ス
・
ケ
ー
ブ
ル
大
臣
に

続
き
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
双
方
の
交
信
内
容
に
よ
る
と
、

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
の
本
件
買
収
へ
の
支
持
意
思
が
鮮
明
に
表
れ
る
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
い
て
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク

に
よ
り
上
記
の
交
信
内
容
が
暴
露
さ
れ
、
野
党
か
ら
文
化
省
と
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
の
本
件
買
収
を
め
ぐ
る
不
適
切
な
対
処
に
対

す
る
非
難
が
噴
出
し
た
。
そ
の
た
め
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
の
頭
越
し
に
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
ミ
シ
ェ
ル
と
交
信
を
行
っ
た
と
し
て
特
別
補
佐
官
を
辞
任
し
た
。
し
か
し
、
疑
惑
の
中
心
人
物
で
あ
る
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン

ト
大
臣
は
、
本
件
買
収
に
対
す
る
自
身
の
対
応
は
ご
く
適
法
手
続
に
よ
る
も
の
で
、
バ
ッ
ク
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
な
か
っ
た
と
強
調
し
、
野
党

か
ら
の
辞
任
要
求
を
一
蹴
し
た
（
そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
九
月
四
日
に
保
健
大
臣
に
異
動
（
67
））。

第
二
に
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
本
件
買
収
の
主
務
大
臣
を
務
め
る
約
一
か
月
前
に
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
本

件
買
収
の
承
認
を
慫
慂
す
る
秘
密
メ
モ
を
伝
達
し
た
事
実
で
あ
る
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
（
二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
）
に
お
い
て
明
ら
か
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に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
メ
モ
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
が
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
九
日
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
メ
ー
ル

を
通
じ
て
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
送
信
さ
れ
た
も
の
で
、
ビ
ン
ス
・
ケ
ー
ブ
ル
大
臣
の
本
件
買
収
を
め
ぐ
る
対
応
（
反
ル
パ
ー

ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
的
態
度
）
へ
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
憤
慨
を
喚
起
さ
せ
た
上
で
、
本
件
買
収
の
承
認
を
要
求
し
つ
つ
、
こ
の

問
題
を
議
論
す
る
た
め
の
面
談
を
要
請
す
る
内
容
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
買
収
の
適
法
手
続
を
強
弁
し
た
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣

の
下
院
答
弁
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
）
は
虚
偽
で
（
68
）、
彼
は
少
な
く
と
も
本
件
買
収
の
主
務
大
臣
を
務
め
る
前
か
ら
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー

ド
ッ
ク
を
含
む
Ｎ
Ｃ
側
に
歓
心
を
買
い
、
不
当
に
関
与
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
当
初
か
ら
本

件
買
収
審
査
の
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
を
回
避
す
る
意
図
を
持
っ
て
手
続
を
進
め
て
お
り
、
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
O
fcom
へ
の
諮
問
と
一
般
意
見
聴
取
等

は
一
種
の
ア
リ
バ
イ
作
り
に
過
ぎ
な
い
。
結
局
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
本
件
買
収
の
主
務
大
臣
と
し
て
の
準
司
法
権
（
quasi-

judicialrole）
の
行
使
は
、
客
観
的
判
断
権
者
で
は
な
く
、
主
観
的
支
援
者
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
、
閣
僚
綱
領
（
M
inisterial

Code）
の
厳
格
な
遵
守
と
は
程
遠
い
。

本
件
買
収
に
影
響
を
与
え
た
政
治
家
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
限
る
と
は
考
え
難
い
。
Ｎ
Ｃ
側
は
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ

ン
政
権
の
要
職
に
就
い
て
い
た
主
要
政
治
家
（
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
と
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
文
化
大
臣
の
他
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

オ
ズ
ボ
ー
ン
財
務
大
臣
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
グ
外
務
大
臣
、
マ
イ
ケ
ル
・
ゴ
ー
ヴ
（
M
ichaelGove）
教
育
大
臣
等
）
と
緊
密
な
関
係
に

あ
っ
た
事
実
（
69
）に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
Ｎ
Ｃ
側
の
本
件
買
収
責
任
者
た
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・

マ
ー
ド
ッ
ク
や
Ｎ
Ｉ
の
実
力
者
と
し
て
本
件
買
収
を
側
面
支
援
し
た
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
二
〇
一
〇
年
末
に
そ
の
買
収
額
を
議
論

し
て
お
り
（
70
）、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
す
る
直
前
の
二
〇
一
一
年
六
月
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
主
催
し
た
Ｎ
Ｉ
夏
季
パ
ー

テ
ィ
ー
に
参
加
し
た
（
一
五
日
）
後
、
本
件
買
収
を
承
認
す
る
意
思
を
表
明
し
た
（
三
〇
日
（
71
））。
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
大
臣
は
、

二
〇
一
〇
年
末
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
接
触
し
た
直
後
に
彼
女
に
会
い
、
本
件
買
収
に
対
す
る
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O
fcom
の
反
対
意
見
に
対
抗
し
て
実
質
的
な
議
論
を
行
っ
た
（
72
）。
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
大
臣
は

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
を
擁
護
し
つ
つ
も
、
本
件
買
収
へ
の
影
響
力
の
行
使
を
否
定
し
た
（
73
）が
、
上
記
の
よ
う
な
情
況
に
鑑
み
、
そ
の

信
憑
性
に
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
買
収
は
、
結
果
的
に
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
を
は
じ
め
核
心
閣
僚
等

が
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
を
後
押
す
る
立
場
か
ら
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
態
度
は
、
Ｎ
Ｉ
が
二
〇
一
〇
年
五
月

総
選
挙
で
保
守
党
支
持
に
転
換
し
、
政
権
交
代
を
実
現
し
た
こ
と
へ
の
あ
る
種
の
見
返
り
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
Ｎ
Ｃ
側
は
本
件
買
収

を
二
〇
一
〇
年
五
月
総
選
挙
の
直
後
に
公
式
化
し
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
新
政
権
か
ら
の
全
面
支
援
を
狙
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

二

メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
警
察
権
力
の
癒
着

電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
原
捜
査
は
完
全
な
失
敗
で
あ
っ
た
。
警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
一
月
電
話

盗
聴
事
件
の
再
捜
査
の
着
手
に
至
る
ま
で
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
蔓
延
疑
惑
が
相
次
い
で
提
起
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
捜
査

の
必
要
性
を
否
定
し
、
犯
罪
を
放
置
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
単
に
捜
査
怠
慢
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
ず
、
警
察
の
Ｎ
Ｉ
へ
の
庇
護
と
し
て

映
る
。

実
際
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
に
至
る
ま
で
、
Ｎ
Ｉ
と
警
察
は
不
適
切
な
関
係
に
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
Ｎ
Ｉ
関

係
者
と
警
視
庁
高
官
等
は
非
常
に
親
密
な
関
係
を
保
ち
、
相
互
の
便
宜
供
与
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
警
視
庁
は
二
〇
〇
九
年
一

〇
月
よ
り
一
年
間
、⽛
N
oW
⽜
の
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
前
副
編
集
長
を
警
視
庁
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
起

用
し
、
警
視
庁
首
脳
は
二
〇
一
一
年
前
半
数
か
月
間
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
が
関
わ
っ
て
い
た
高
級
健
康
管
理
施
設
を
無
料
で
利
用
し
た
。

北研 55 (2・94) 360

論 説

北研 55 (2・95) 361

英国における電話盗聴事件の考察（二）



ま
た
、
Ｎ
Ｉ
は
⽛
サ
ン
⽜
を
中
心
に
警
察
官
と
金
銭
授
受
を
通
じ
て
、
多
数
の
個
人
の
内
密
情
報
の
探
知
・
収
集
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
情
況
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
が
長
期
に
わ
た
り
違
法
な
取
材
行
為
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
隠
蔽
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
と
し
て
、
警
察
の
直

接
的
・
間
接
的
助
力
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
失
敗
を
中
心
に
、
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
の
癒
着
関
係
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
双
方
の
情
報
取
引
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

⚑

Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
の
癒
着

（
⚑
）
事
実
関
係

Ａ

原
捜
査
失
敗

警
視
庁
の
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
捜
査
班
（
O
peration
Caryatid）
は
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
を
遂
行
し

た
。
同
捜
査
は
当
時
、
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
（
PeterClarke）
警
視
監
補
が
捜
査
責
任
者
で
、
そ
の
上
部
の
指
揮
系
統
は
ア
ン
デ
ィ
ー
・

ヘ
イ
マ
ン
（
A
ndy
H
aym
an）
警
視
監
、
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補
、
イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
（
Ian
Blair）
警
視
総
監
に

つ
な
が
っ
て
い
た
。
同
捜
査
は
、
王
室
電
話
盗
聴
事
件
を
契
機
に
二
〇
〇
五
年
開
始
さ
れ
、⽛
N
oW
⽜
の
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
王
室
担

当
編
集
者
と
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
の
逮
捕
・
起
訴
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
一
月
に
二
人
の
有
罪
判
決
を
得
た
。
こ
の
結
果
は
、

電
話
盗
聴
事
件
を
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
と
位
置
付
け
た
Ｎ
Ｉ
と
⽛
N
oW
⽜
の
主
張
と
相
通
ず
る
。
し
か
し
、
後
の
再
捜
査
で
明
ら
か

に
な
っ
た
よ
う
に
、
警
視
庁
は
二
〇
〇
六
年
八
月
、
三
八
七
〇
人
の
盗
聴
リ
ス
ト
等
を
記
し
た
一
万
一
〇
〇
〇
頁
に
及
ぶ
い
わ
ゆ
る
⽛
グ

レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
フ
ァ
イ
ル
⽜
を
押
収
し
な
が
ら
も
、
二
〇
一
〇
年
秋
ま
で
の
四
年
間
、
ご
く
一
部
の
被
害
者
（
三
六
人
）
に
し
か
盗
聴

被
害
の
可
能
性
を
通
知
せ
ず
、
証
拠
物
を
封
印
し
た
。
一
方
、
同
フ
ァ
イ
ル
の
存
在
を
示
唆
す
る
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
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九
日
付
報
道
を
受
け
、
前
述
の
如
く
同
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
さ
れ
た
被
害
者
有
志
（
ジ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
元
副
首
相
、
ク
ラ
ス
・
ブ
ラ

イ
ア
ン
ト
労
働
党
議
員
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
パ
デ
ィ
ッ
ク
自
民
党
議
員
等
）
は
、
情
報
開
示
を
怠
っ
た
警
視
庁
の
当
初
の
対
応
に
つ
き
違
法

性
（
人
権
侵
害
）
を
理
由
に
司
法
審
査
を
請
求
し
た
。

そ
の
後
、
警
視
庁
は
⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
示
唆
す
る
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
を
契
機
に
、

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
の
命
令
に
よ
り
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
が
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
に
つ
い
て
検
証
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
は
入
念
に
検
証
し
た
が
、
留
意
す
べ
き
追
加
証
拠
は
な
い
と
し
、
再
捜
査
の
必
要
性
を
否

定
し
た
（
74
）。
む
し
ろ
、
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
と
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
は
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
を
そ
れ
ぞ
れ
訪
問

し
、
上
記
報
道
が
不
当
で
あ
る
と
し
、
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者
の
執
拗
な
追
及
を
阻
も
う
と
し
た
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
〇
日
、
二

〇
一
〇
年
二
月
一
九
日
（
75
））。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
似
事
件
を
め
ぐ
る
通
報
と
内
部
告
発
等
が
相
次
ぎ
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
蔓
延
疑

惑
と
警
視
庁
の
手
抜
き
捜
査
疑
惑
が
浮
上
し
、
下
院
文
化
委
員
会
と
内
務
委
員
会
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
二
〇
〇
九

年
～
二
〇
一
〇
年
セ
ッ
シ
ョ
ン
）。

結
局
、
警
視
庁
は
主
に
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
の
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者
の
緻
密
か
つ
継
続
的
な
調
査
報
道
で
追
及
さ
れ
、
電
話
盗
聴

事
件
の
原
捜
査
の
開
始
か
ら
約
五
年
が
経
過
し
た
二
〇
一
一
年
一
月
、
三
つ
の
専
担
捜
査
班
を
設
け
て
再
捜
査
を
開
始
し
た
。
警
視
庁
は

二
〇
一
二
年
二
月
七
日
、
再
捜
査
過
程
で
原
捜
査
失
敗
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
た
中
、
被
害
者
有
志
が
請
求
し
た
原
捜
査
を
め
ぐ
る
不
作

為
の
違
法
性
が
認
め
ら
れ
た
（
76
）こ
と
を
受
け
、
被
害
者
に
公
式
謝
罪
す
る
声
明
を
発
表
し
た
（
77
）。
し
か
し
、
警
視
庁
は
原
捜
査
失
敗
を
根
本
的

に
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
原
捜
査
責
任
者
で
あ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
警
視
監
補
は
二
〇
一
一
年
七
月
下
院
内
務
委
員
会
に
お
い

て
、
ロ
ン
ド
ン
同
時
爆
破
テ
ロ
（
二
〇
〇
五
年
七
月
）
を
機
に
社
会
的
に
高
度
の
テ
ロ
へ
の
警
戒
が
強
か
っ
た
二
〇
〇
六
年
中
盤
当
時
、

自
身
が
兼
務
し
て
い
た
警
視
庁
テ
ロ
対
策
局
が
膨
大
な
テ
ロ
関
連
作
戦
（
七
〇
以
上
）
を
遂
行
し
た
と
こ
ろ
、
捜
査
人
員
配
置
上
明
白
な
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物
理
的
危
険
性
の
な
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
事
案
よ
り
は
、
人
命
保
護
の
た
め
テ
ロ
防
止
事
案
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
弁
明

し
た
（
78
）。

Ｂ

Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
の
交
流

Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
は
、
多
様
な
形
態
の
交
流
を
通
じ
て
長
い
間
蜜
月
関
係
を
保
っ
て
き
た
。
代
表
的
な
例
と
し
て
、⽛
N
oW
⽜
編

集
長
を
経
て
二
〇
〇
三
年
よ
り
⽛
サ
ン
⽜
編
集
長
を
務
め
て
い
た
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
二
〇
〇
二
年
八
月
～
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、

ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
（
John
Stevens）
警
視
総
監
と
高
級
ク
ラ
ブ
で
三
回
会
食
し
て
お
り
、
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
警
視
総

監
は
退
職
直
後
の
二
〇
〇
五
年
、⽛
N
oW
⽜
と
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
に
よ
り
コ
ラ
ム
と
自
伝
掲
載
の
機
会
を
得
て
七
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
報
酬
を

得
た
（
79
）。
Ｎ
Ｉ
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
警
視
庁
関
係
者
は
、
首
脳
部
の
み
な
ら
ず
、
下
位
職
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
（
80
）。
特
記
す
べ
き
は
、〈
表

三
〉
が
示
す
よ
う
に
、
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
は
極
度
に
敏
感
な
時
期
で
あ
っ
た
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
の
開
始
直
前
か
ら
再
捜
査
開

始
の
直
前
ま
で
、
延
べ
三
六
回
の
定
期
会
合
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

〈
表
三
〉
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
の
会
合
（
二
〇
〇
五
年
一
一
月
～
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）

日

付

Ｎ
Ｉ
関
係
者

警
視
庁
高
官

行
事
（
目
的
)

二
〇
〇
五
・
一
一
・

八
⽛
N
oW
⽜
関
係
者

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

夕
食
会

二
〇
〇
六
・

二
・

一
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
部
員

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
六
・

二
・

一
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
部
員

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監
、

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補

昼
食
会
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日

付

Ｎ
Ｉ
関
係
者

警
視
庁
高
官

行
事
（
目
的
)

二
〇
〇
六
・

三
・

一
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
長

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

二
〇
〇
六
・

四
・
二
五
⽛
N
oW
⽜
関
係
者

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

夕
食
会

二
〇
〇
六
・

六
・

一
⽛
サ
ン
⽜
編
集
長

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

二
〇
〇
六
・

九
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補

夕
食
会

二
〇
〇
六
・
一
一
・

一
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
長

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
六
・
一
二
・

一
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
長

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

二
〇
〇
七
・

三
・
二
九
⽛
N
oW
⽜
関
係
者

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
七
・

六
・

一
⽛
N
oW
⽜
編
集
部
員

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
七
・

七
・

一
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
関
係
者

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

ド
リ
ン
ク
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

二
〇
〇
七
・

九
・

一
⽛
サ
ン
⽜
編
集
長

イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
七
・

九
・

五
⽛
N
oW
⽜
関
係
者

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
七
・
一
一
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補

夕
食
会

二
〇
〇
七
・
一
一
・
一
六
⽛
N
oW
⽜
関
係
者

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
八
・

二
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監

夕
食
会

二
〇
〇
八
・

四
・

一
⽛
サ
ン
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補

夕
食
会

二
〇
〇
八
・

八
・
二
九
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
関
係
者

ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
八
・
一
〇
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
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二
〇
〇
八
・
一
〇
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
補

夕
食
会

二
〇
〇
九
・

一
・

六
⽛
サ
ン
⽜
関
係
者

ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
九
・

二
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

夕
食
会

二
〇
〇
九
・

三
・
二
〇
⽛
サ
ン
⽜
関
係
者

ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監

昼
食
会

二
〇
〇
九
・

四
・

一
⽛
サ
ン
⽜
関
係
者

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
九
・

五
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

夕
食
会

二
〇
〇
九
・

六
・

一

Ｎ
Ｃ
関
係
者

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

Ｎ
Ｃ
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

二
〇
〇
九
・

六
・

一
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
九
・

六
・

一
⽛
N
oW
⽜
副
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

夕
食
会

二
〇
〇
九
・

七
・

一
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
九
・

九
・

八
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
関
係
者

ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監

夕
食
会

二
〇
〇
九
・
一
一
・

一

Sky
N
ew
s首
脳

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
〇
九
・
一
一
・

五
⽛
N
oW
⽜
編
集
長
及
び
犯
罪
報
道
編
集
者

ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監

夕
食
会

二
〇
一
〇
・

四
・

一

Ｎ
Ｉ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

昼
食
会

二
〇
一
〇
・

六
・

一

Ｎ
Ｃ
関
係
者

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

Ｎ
Ｃ
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

二
〇
一
〇
・
一
一
・

一
⽛
サ
ン
⽜
編
集
長

ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監

飲
み
会

出
典
：
デ
ィ
ー
・
ド
シ
ー
（
D
ee
D
oocey）
ロ
ン
ド
ン
市
議
会
議
員
兼
警
視
庁
職
員
の
提
供
資
料
に
基
づ
く
‘T
hose
senior
M
etPolice
lunches
and
dinners

w
ith
N
ew
s
International:getthe
list’,T
he
G
uardian
(13
July
2011)
を
再
引
用
。
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Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
の
交
流
に
お
い
て
際
立
つ
人
物
は
、〈
表
三
〉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
前
者
の
⽛
N
oW
⽜
の
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
副
編
集

長
、
後
者
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監
、
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
で
あ
る
。
で

は
、
彼
等
の
交
流
の
具
体
的
な
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監
は
プ
レ
ス
と
の
架
橋
の
構
築
の
た
め
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
五
日
⽛
N
oW
⽜
正
副
編
集
長

と
の
夕
食
会
を
含
む
Ｎ
Ｉ
関
係
者
と
頻
繁
に
高
級
食
事
会
を
行
い
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
非
違
嫌
疑
（
女
警
と
の
不
適
切
な
関
係
、
金
銭

非
違
）
で
警
視
庁
を
退
職
し
た
後
、
二
〇
〇
八
年
七
月
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
（
年
間
報
酬

一
万
ポ
ン
ド
（
81
））。
ま
た
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
当
時
、
検
事
総
長
で
あ
っ
た
ケ
ン
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（
K
en
M
acdonald）
も
退
職
直

後
の
二
〇
〇
九
年
二
月
よ
り
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
た
（
82
）。

第
二
に
、
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
は
警
視
総
監
補
時
代
か
ら
Ｎ
Ｉ
関
係
者
と
頻
繁
に
交
流
す
る
（
二
〇
〇
五
年
～
二

〇
一
〇
年
、
Ｎ
Ｉ
が
全
メ
デ
ィ
ア
接
触
の
三
〇
％
、⽛
N
oW
⽜
単
独
が
一
七
％
を
占
め
た
（
83
））
一
方
、
特
に
二
〇
〇
九
年
九
月
に
ネ
イ
ル
・

ウ
ォ
リ
ス
（
二
〇
〇
九
年
⽛
N
oW
⽜
退
職
後
、
PR
会
社
チ
ャ
ミ
・
メ
デ
ィ
ア
（
Cham
y
M
edia）
経
営
）
を
警
視
庁
の
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ

ド
ル
シ
オ
（
D
ick
Fedorcio）
広
報
官
を
通
じ
て
警
視
庁
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
一
年
間
採
用
し
て
お
り

（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
～
二
〇
一
〇
年
九
月
、報
酬
二
万
四
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）、二
〇
一
一
年
序
盤
腫
瘍
摘
出
手
術
後
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
中
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
と
関
わ
り
の
あ
る
高
級
健
康
管
理
施
設
を
数
か
月
間
無
料
で
利
用
し
た
（
二
〇
一
一
年
一
月
～
四
月
、
一
万

二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
相
当
（
84
））。

第
三
に
、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
は
Ｎ
Ｉ
幹
部
等
と
頻
繁
に
交
流
し
た
が
、
特
に
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
と
は
サ
ッ
カ
ー
観
戦
を
楽

し
む
等
格
別
な
間
柄
で
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
の
警
視
庁
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
起
用
に
際
し
ポ
ー
ル
・
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
と
と
も
に
裁
可
し
て
お
り
、二
〇
〇
九
年
六
月
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
の
娘
の
警
視
庁
の
採
用
に
関
与
し
た（
二
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〇
〇
九
年
一
月
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
か
ら
彼
の
娘
の
履
歴
書
を
受
け
取
り
、
警
視
庁
人
事
部
長
に
彼
が
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン

警
視
総
監
の
親
密
な
助
言
者
で
あ
る
こ
と
、
彼
の
娘
の
素
養
・
人
柄
が
優
れ
て
い
る
こ
と
等
を
強
調
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
添
え
て
転
送
し

た
。
そ
の
後
、ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
の
娘
は
二
〇
〇
九
年
六
月
か
ら
九
か
月
の
臨
時
職
を
経
て
人
事
部
の
正
規
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
（
85
））。

そ
の
他
、
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
広
報
官
は
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
を
採
用
し
た
他
、
二
〇
〇
三
年
～
二
〇
〇
五
年
、
レ
ベ
ッ
カ
・

ブ
ル
ッ
ク
ス
が
⽛
サ
ン
⽜
の
編
集
長
在
職
当
時
、
彼
の
息
子
と
イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監
の
息
子
の
⽛
サ
ン
⽜
へ
の
イ
ン
タ
ー
ン
採
用

を
斡
旋
し
た
（
86
）。
ま
た
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
二
〇
〇
七
年
に
イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
警
視
総
監
に
依
頼
し
て
警
視
庁
の
退
役
馬
を
借
り
、

以
後
数
年
間
、
彼
女
の
夫
や
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
党
首
と
乗
馬
に
興
じ
た
（
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
〇
年
（
87
））。

（
⚒
）
検
討

Ａ

原
捜
査
失
敗
の
原
因

警
視
庁
の
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
失
敗
は
、
警
視
庁
自
身
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
大
規
模
対
テ
ロ
作
戦
と
い
う
職
務
遂
行
の

切
迫
性
を
勘
案
す
る
と
、
や
む
を
得
な
い
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
警
視
庁
が
二
〇
〇
六
年
八
月
、
原
捜
査
で
Ｎ
Ｉ
の
数
千
人
に

対
す
る
電
話
盗
聴
を
示
唆
す
る
い
わ
ゆ
る
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
を
確
保
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
〇
年
秋
ま
で
封
印
し
た

の
は
不
可
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
警
視
庁
の
態
度
は
、
電
話
盗
聴
に
お
け
る
⽛
N
oW
⽜
の
組
織
的
関
与
を
推
知
さ
せ
る
事
実
（
私
設
探

偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
の
多
年
間
雇
用
、
王
室
盗
聴
以
外
の
事
件
の
秘
密
裏
の
解
決
、⽛
ネ
ビ
ル
電
子
メ
ー
ル
⽜
の
存
在
等
）
を
箝
口
し
、

⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
抗
弁
を
合
理
化
す
る
Ｎ
Ｉ
の
立
場
を
追
認
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
警
視
庁
が
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
を

端
緒
と
し
て
捜
査
を
続
行
し
た
な
ら
ば
、
芋
づ
る
式
に
被
疑
者
を
一
網
打
尽
し
、
追
加
被
害
を
防
い
だ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
警
視
庁

は
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
を
機
に
行
わ
れ
た
、
ジ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
元
副
首
相
等
被
害
者
有
志
に
よ
る

北研 55 (2・100) 366

論 説

北研 55 (2・101) 367

英国における電話盗聴事件の考察（二）



同
フ
ァ
イ
ル
の
情
報
開
示
請
求
に
真
摯
に
応
え
て
い
な
い
。
加
え
て
、
警
視
庁
は
電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
の
圧
力
下
に
あ
っ
た
二
〇
〇

九
年
九
月
、
電
話
盗
聴
嫌
疑
を
持
た
れ
て
い
た
⽛
N
oW
⽜
出
身
の
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
を
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

と
し
て
招
聘
す
る
大
胆
さ
を
見
せ
た
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
れ
ば
、
警
視
庁
の
原
捜
査
失
敗
は
、
当
時
の
テ
ロ
等
犯
罪
対
応
の
特
殊

性
で
は
説
明
し
難
く
、
捜
査
怠
慢
の
域
を
越
え
て
事
実
上
捜
査
忌
避
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

で
は
、
警
視
庁
が
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
に
消
極
的
で
あ
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
高
官
（
電
話
盗
聴
事
件

捜
査
責
任
者
）
の
関
係
に
そ
の
端
緒
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た
事
実
関
係
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｉ
関
係
者
と
警
視
庁
高

官
等
は
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
の
開
始
直
前
か
ら
再
捜
査
の
開
始
直
前
ま
で
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
警
視
庁
の
接
触
か
ら
は
観
察
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
頻
繁
な
定
期
会
合
を
通
じ
て
、
不
健
全
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
双
方
の
不
健
全
な
関
係
は
、
Ｎ
Ｉ
が
電
話
盗
聴
事
件
の

原
捜
査
班
（
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
捜
査
班
）
を
指
揮
し
て
い
た
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
を
後
に
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
雇
用
し
、
反
対
に

警
視
庁
は
⽛
N
oW
⽜
編
集
幹
部
出
身
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
を
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
起
用
し
た
事
実
に
端
的
に

表
れ
て
い
る
。
犯
罪
者
と
捜
査
官
の
裏
取
引
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
下
、
原
捜
査
自
体
は
勿
論
、
再
捜
査
の
実
施
要
否

検
討
が
正
常
に
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。

実
際
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
が
二
〇
一
一
年
七
月
下
院
内
務
委
員
会
に
お
い
て
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
当
時
、
自
身
は
詳
細

な
捜
査
内
訳
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
追
認
す
る
役
割
（
rubber-stam
p）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
（
88
）の
は
、
ま
と
も
な
捜
査
体

制
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
自
認
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
彼
は
⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
⽛
ガ
ー
デ
ィ

ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
を
受
け
、
徹
底
的
に
原
捜
査
を
行
っ
た
と
反
駁
す
る
コ
ラ
ム
を
掲
載
し
た
（
89
）。
ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
イ

エ
ー
ツ
が
再
捜
査
の
実
施
要
否
検
討
は
僅
か
八
時
間
で
終
わ
り
、⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
の
内
容
は
検
討
し
な
か
っ
た
と
認
め
（
90
）、
ポ
ー

ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
二
〇
〇
九
年
当
時
、
電
話
盗
聴
事
件
に
対
す
る
警
視
庁
の
姿
勢
は
閉
鎖
的
（
closed
m
indset）
で
あ
っ
た
と
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認
め
た
（
91
）よ
う
に
、再
捜
査
の
実
施
要
否
検
討
は
原
捜
査
の
正
当
性
を
付
与
す
る
一
種
の
様
式
行
為
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

警
視
庁
を
監
督
す
る
ロ
ン
ド
ン
の
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
市
長
は
当
初
、
警
視
庁
の
再
捜
査
不
要
決
定
を
擁
護
し
た
が
、
こ
れ
も
ル
パ
ー

ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
や
Ｎ
Ｉ
と
の
癒
着
関
係
を
傍
証
す
る
。

以
上
、
警
視
庁
の
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
失
敗
の
原
因
は
、
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
の
癒
着
関
係
に
あ
り
、
双
方
が
共
謀
で
は
な
い
共
謀
に

よ
り
真
実
を
隠
蔽
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
相
互
利
益
交
換
関
係
の
下
、
Ｎ
Ｉ
は
故
意
に
捜
査
を
妨
害
し
（
92
）、
警
視
庁
は
防
禦

的
・
消
極
的
な
捜
査
で
応
じ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
以
後
、
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
が
互
い
に
責
任
転

嫁
し
た
の
は
興
味
深
い
。
Ｎ
Ｉ
は
、
警
視
庁
の
原
捜
査
失
敗
と
再
捜
査
の
実
施
要
否
検
討
の
不
十
分
さ
は
腐
敗
や
Ｎ
Ｉ
と
の
過
度
に
親
密

な
関
係
の
産
物
で
は
な
く
、
警
視
庁
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
Ｎ
Ｉ
の
捜
査
へ
の
組
織
的
関
与
や
政
治
家
を
通
じ
て
の
不
適
切
な
影
響

力
の
行
使
を
否
認
し
た
（
93
）。
ま
た
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
二
〇
一
三
年
三
月
、⽛
サ
ン
⽜
職
員
等
と
の
会
合
で
、
警
視
庁
が
電
話
盗
聴

事
件
捜
査
に
お
い
て
無
能
さ
を
露
呈
し
、
大
げ
さ
な
対
応
（
大
規
模
警
察
力
の
動
員
）
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
を
検
挙
し
た
と
主
張
し
、

警
視
を
貶
め
た
（
94
）。
こ
れ
に
対
し
、
警
視
庁
は
Ｎ
Ｉ
が
原
捜
査
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た
と
応
酬
し
た
（
95
）。

Ｂ

事
後
推
移

警
視
庁
高
官
と
の
癒
着
を
主
導
し
た
Ｎ
Ｉ
幹
部
（
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
等
）

は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
核
心
被
疑
者
で
も
あ
る
。
彼
等
は
、
電
話
盗
聴
共
謀
等
の
嫌
疑
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
司
法
判
断
が
分
か
れ
た
（
後

述
）。一

方
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
受
け
、
Ｎ
Ｉ
と
癒
着
関
係
に
あ
っ
た
警
視
庁
高
官
の
う
ち
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
（
二

〇
一
一
年
七
月
一
七
日
）、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
（
同
一
八
日
）、
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
が
相
次
い
で
辞
任
し
た
（
二
〇
一
二
年
三

月
二
八
日
）。
彼
等
の
辞
任
は
、
道
義
的
責
任
を
負
っ
た
と
い
う
よ
り
、
非
違
行
為
に
対
す
る
警
視
庁
の
懲
戒
を
免
れ
る
た
め
の
計
略
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
八
日
、
①
警
視
庁
の
前
職
・
現
職
高
官
四
人
（
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
、

ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
、
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
）
の
電
話
盗
聴
事
件
捜
査
責
任
に
関
す
る
件
（
事
案
一
）、
②
個
別
事
案
と
し
て
ジ
ョ

ン
・
イ
エ
ー
ツ
の
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
の
娘
の
警
視
庁
採
用
へ
の
関
与
に
関
す
る
件
（
事
案
二
）、
同
年
七
月
一
九
日
、
③
個
別
事
案
と
し

て
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
の
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
の
警
視
庁
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
へ
の
起
用
に
関
す
る
件
（
事
案

三
）
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
警
察
苦
情
処
理
委
員
会
（
IndependentPoliceCom
plaintsCom
m
ission,IPCC.二
〇
一
八
年
一
月
よ

り
警
察
独
立
監
察
庁
（
IndependentO
fficeforPoliceConduct,IO
PC）
に
改
名
）
に
回
付
し
た
。
特
に
、
事
案
一
は
大
き
く
㋐
ポ
ー

ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
捜
査
（
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
指
揮
下
の
原
捜
査
検
討
）、
㋑
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
健
康
管
理
施
設

の
無
料
利
用
、
㋒
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
の
原
捜
査
検
討
、
㋓
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
の
原
捜
査
、
㋔
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
の
原
捜
査

か
ら
構
成
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
八
月
一
七
日
、
事
案
一
の
㋐
～
㋔
に
つ
き
追
加
調
査
を
要
す
る
非
違
行
為
に
該
当
し
な
い
と
決
定
し
（
96
）、
二
〇

一
二
年
一
月
一
〇
日
、
事
案
三
に
つ
き
非
違
行
為
に
該
当
す
る
と
決
定
し
（
97
）、
同
年
三
月
一
三
日
、
事
案
二
に
つ
き
非
違
行
為
に
該
当
し
な

い
と
決
定
し
た
（
98
）。
警
視
庁
が
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
決
定
後
、
事
案
三
に
つ
き
重
大
非
違
行
為
と
見
做
し
、
二
〇
一
二
年
三
月
末
に
懲
戒
手
続
を
開

始
し
よ
う
と
し
た
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
も
同
意
）
矢
先
に
、
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
が
辞
任
し
た
。

以
上
、
警
視
庁
は
警
視
庁
高
官
等
の
電
話
盗
聴
事
件
の
手
抜
き
捜
査
及
び
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
非
違
行
為
に
対

し
、
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
を
除
け
ば
、
事
実
上
免
罪
符
を
与
え
た
。
し
か
し
、
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
も
内
部
懲
戒
手
続
開

始
前
に
辞
任
し
た
こ
と
で
、
懲
戒
処
分
を
免
れ
た
。
問
題
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
各
事
案
へ
の
調
査
・
決
定
が
独
立
的
に
行
わ
れ
た
と
は
言
え
、

決
定
理
由
に
よ
る
と
、
当
事
者
の
責
任
回
避
的
弁
解
を
鋭
く
追
及
せ
ず
、
拙
速
さ
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
二
年
四
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月
一
二
日
、
事
案
二
と
事
案
三
に
対
し
、
業
務
境
界
を
不
明
確
に
し
、
無
分
別
な
判
断
で
あ
っ
た
と
当
事
者
を
非
難
し
つ
つ
も
、
先
の
決

定
を
覆
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
、
警
察
は
、
電
話
盗
聴
事
件
捜
査
を
含
む
警
視
庁
高
官
と
Ｎ
Ｉ
の
癒
着
関
係
及
び
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ

ス
と
の
利
益
交
換
の
核
心
に
迫
る
こ
と
が
で
き
ず
、
中
途
半
端
な
内
部
対
応
で
事
態
収
拾
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

⚒

Ｎ
Ｉ
と
警
察
の
情
報
取
引

（
⚑
）
事
実
関
係

Ｎ
Ｉ
は
⽛
サ
ン
⽜
を
中
心
に
警
察
官
と
金
銭
授
受
を
通
じ
て
、
多
数
の
個
人
の
内
密
情
報
の
探
知
・
収
集
を
行
っ
た
。
警
視
庁
首
脳
部

も
、
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
以
後
、
メ
デ
ィ
ア
と
警
察
の
金
銭
授
受
に
よ
る
情
報
取
引
の
事
実
を
明
示
的
・
黙
示
的
に
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、

ス
ー
・
エ
イ
カ
ー
ズ
警
視
監
補
は
二
〇
一
二
年
二
月
、⽛
サ
ン
⽜
の
⽛
違
法
な
金
銭
支
給
文
化
⽜
を
指
摘
し
つ
つ
、
公
職
者
の
汚
職
事
件
（
Ｎ

Ｉ
傘
下
の
新
聞
等
と
金
銭
授
受
）
の
一
部
を
公
開
し
た
（
99
）。
ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
前
警
視
監
の
後
任
で
あ
る
ク
レ
シ
ダ
・
デ
ィ
ッ
ク

（
Cressida
D
ick）
警
視
監
も
同
年
三
月
、
メ
デ
ィ
ア
と
一
部
警
察
官
の
金
銭
授
受
と
情
報
漏
洩
を
認
め
た
（
100
）。

警
視
庁
に
よ
る
電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
の
結
果
、
警
察
官
等
公
職
者
に
対
す
る
違
法
な
金
銭
支
給
嫌
疑
で
検
挙
さ
れ
た
者
は
、
Ｎ
Ｉ

関
係
者
が
多
数
を
占
め
る
。
と
り
わ
け
、⽛
サ
ン
⽜
関
係
者
は
ニ
ュ
ー
ス
ス
ト
ー
リ
ー
に
必
要
な
他
人
の
内
密
情
報
の
入
手
手
段
と
し
て
、

金
銭
授
受
を
多
用
し
て
い
た
（
101
）。

電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
受
け
、
警
察
の
プ
レ
ス
と
の
金
銭
授
受
等
非
違
疑
惑
も
浮
上
し
た
こ
と
か
ら
、
テ
レ
サ
・
メ
イ
内
務
大
臣
は
二

〇
一
一
年
七
月
一
三
日
、
警
察
改
革
法
（
PoliceReform
A
ct2002）
に
基
づ
き
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
地
域
警
察

の
非
違
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
要
請
し
た
。
ま
た
、警
視
庁
は
同
年
七
月
一
八
日
、エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ィ
ル
キ
ン（
Elizabeth
Filkin）

元
議
会
倫
理
基
準
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
警
視
庁
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
の
究
明
を
委
託
し
た
。
そ
の
他
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
同
年
八
月
四
日
、
個
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別
事
案
と
し
て
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
殺
害
事
件（
二
〇
〇
二
年
）捜
査
を
担
当
し
て
い
た
サ
リ
ー（
Surrey）州
警
察
所
属
警
察
官
が⽛
N
oW
⽜

記
者
等
に
金
銭
授
受
に
よ
り
他
人
の
内
密
情
報
を
無
断
で
提
供
し
た
と
い
う
複
数
の
通
報
を
受
け
、
調
査
を
開
始
し
た
。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
調
査
を
経
て
、
テ
レ
サ
・
メ
イ
内
務
大
臣
に
二
度
（
二
〇
一
一
年
八
月
、
二
〇
一
二
年
五
月
）
に
わ
た
り
調
査
報
告
書
を

提
出
し
た
（
102
）。
二
つ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
一
年
非
違
事
案
の
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
件
数
は
八
五
四
二
件
（
一
三
人

有
罪
確
定
）
に
及
ぶ
が
、
二
〇
一
一
年
七
月
ま
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
を
収
受
し
た
警
察
官
の
回
付
事

案
は
な
か
っ
た
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ィ
ル
キ
ン
元
議
会
倫
理
基
準
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
二
〇
一
二
年
一
月
四
日
、
書
類
検
討
及
び
利
害
関
係
者
一
三
七
人

（
各
階
級
別
警
察
官
、
警
視
庁
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
、
記
者
、
新
聞
編
集
者
、
財
界
人
、
政
治
家
等
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
き
、
警
察
の
メ

デ
ィ
ア
へ
の
不
適
切
な
情
報
提
供
と
警
察
と
メ
デ
ィ
ア
の
不
適
切
な
関
係
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
警
視
庁
と
メ
デ
ィ
ア
の
親
密
な

関
係
が
深
刻
な
害
悪
を
招
い
た
と
い
う
趣
旨
の
報
告
書
（⽛
フ
ィ
ル
キ
ン
報
告
書
⽜）
を
警
視
庁
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ホ
ー
ガ
ン
・
ハ
ウ

（
Bernard
H
ogan-H
ow
e）
警
視
総
監
に
提
出
し
た
（
103
）。
同
報
告
書
は
、
警
察
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
不
適
切
な
情
報
提
供
の
類
型
と
し
て
①
私

益
の
た
め
の
故
意
に
よ
る
情
報
漏
洩
、
②
他
の
情
報
公
表
の
防
止
・
稀
釈
の
た
め
の
情
報
取
引
、
③
対
価
を
得
て
著
名
人
等
の
動
静
情
報

提
供
、
④
情
報
へ
の
賄
賂
・
金
銭
報
酬
、
⑤
組
織
内
不
平
分
子
に
よ
る
不
適
切
な
情
報
提
供
、
⑥
そ
の
他
規
制
さ
れ
な
い
接
触
を
挙
げ
、

警
察
と
メ
デ
ィ
ア
の
不
適
切
な
関
係
の
実
態
と
し
て
㋐
ア
ク
セ
ス
の
不
均
衡
（
選
別
的
特
別
な
関
係
）、
㋑
過
剰
接
待
、
㋒
警
察
階
級
間
の

メ
デ
ィ
ア
へ
の
対
応
差
、
㋓
親
友
・
家
族
関
係
等
を
実
証
的
に
摘
示
し
つ
つ
、
主
要
調
査
結
果
と
し
て
ⓐ
高
位
警
察
官
の
メ
デ
ィ
ア
接
触

に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
不
在
、ⓑ
警
視
庁
の
メ
デ
ィ
ア
接
触
に
お
け
る
透
明
性
の
欠
如
、ⓒ
警
視
庁
の
メ
デ
ィ
ア
接
触
の
公
開
性
・

透
明
性
原
則
の
未
確
立
、
ⓓ
警
視
庁
の
公
衆
（
メ
デ
ィ
ア
を
含
む
）
へ
の
情
報
提
供
の
不
十
分
性
等
を
提
示
し
て
各
々
の
改
善
を
勧
告
し

た
。
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一
方
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
二
年
二
月
三
日
、
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
殺
害
事
件
の
捜
査
情
報
を
め
ぐ
る
警
察
官
と
⽛
N
oW
⽜
の
金
銭
授

受
の
主
張
に
対
し
、
事
実
を
立
証
で
き
る
証
拠
が
な
い
と
結
論
付
け
た
（
104
）。

（
⚒
）
検
討

Ｎ
Ｉ
を
含
む
プ
レ
ス
と
一
部
警
察
官
の
金
銭
授
受
に
よ
る
他
人
の
内
密
情
報
の
取
引
は
、
警
視
庁
の
エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班

（
O
peration
Elveden）
に
よ
り
大
部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
後
述
）
が
、⽛
フ
ィ
ル
キ
ン
報
告
書
⽜
は
こ
の
よ
う
な
黒
い
取
引
を

よ
り
包
括
的
か
つ
実
証
的
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ィ
ル
キ
ン
元
議
会
倫
理
基
準
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に

よ
る
と
、
高
位
警
察
官
は
、
下
位
警
察
官
が
驚
愕
す
る
ほ
ど
Ｎ
Ｉ
を
中
心
に
プ
レ
ス
か
ら
多
数
の
饗
応
接
待
を
受
け
て
お
り
、
不
適
切
な

私
生
活
問
題
の
口
止
め
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
特
ダ
ネ
を
提
供
す
る
取
引
も
行
っ
た
（
105
）。
勿
論
、
不
適
切
な
饗
応
接
待
を
受
け
た
警
察

官
は
贈
収
賄
防
止
法
等
に
基
づ
き
処
罰
さ
れ
得
る
が
、
警
察
の
贈
り
物
・
接
待
（
giftsand
hospitality）
政
策
に
関
す
る
内
部
規
範
の
制

裁
対
象
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
金
銭
授
受
に
よ
る
情
報
取
引
は
、
前
述
し
た
Ｎ
Ｉ
と
警

視
庁
首
脳
部
の
癒
着
関
係
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
腐
敗
し
た
新
聞
企
業
Ｎ
Ｉ
と
腐
敗
し
た
警
察
官
の
利
害
関
係
の
産
物
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
警
視
庁
が
地
位
の
高
下
を
問
わ
ず
、
広
く
Ｎ
Ｉ
と
不
適
切
な
関
係
、
す
な
わ
ち
利
益
交
換
関
係
を
形
成
し
て
い
た
こ

と
は
否
め
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
は
問
題
の
警
視
庁
高
官
に
事
実
上
免
罪
符
を
与
え
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
接
触
に
お
け
る

悪
し
き
慣
行
と
決
別
す
る
自
省
と
自
浄
努
力
も
十
分
に
尽
く
し
て
い
な
い
。
上
記
し
た
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
二
つ
の
調
査
報
告
書
は
、
警
察
官
の

膨
大
な
非
違
行
為
の
蔓
延
事
実
を
把
握
し
な
が
ら
も
、
当
初
テ
レ
サ
・
メ
イ
内
務
大
臣
が
報
告
書
の
提
出
を
要
請
し
た
発
端
と
な
っ
た
情

報
提
供
を
め
ぐ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
の
金
銭
授
受
事
案
に
つ
き
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
へ
の
回
付
が
な
か
っ
た
と
し
、
深
く
追
及
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
後
公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
年
次
報
告
書
に
お
い
て
も
、
電
話
盗
聴
事
件
捜
査
の
不
備
や
Ｎ
Ｉ
と
の
不
適
切
な
関
係
を
め
ぐ
る

北研 55 (2・106) 372

論 説

北研 55 (2・107) 373

英国における電話盗聴事件の考察（二）



警
視
庁
前
高
官
等
の
回
付
事
案
及
び
個
別
回
付
事
案
に
関
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
決
定
を
確
認
す
る
に
止
ま
り
、
警
察
の
対
メ
デ
ィ
ア
関
係
へ

の
根
本
的
な
改
革
の
処
方
箋
は
見
ら
れ
な
い
（
106
）。

一
方
、⽛
フ
ィ
ル
キ
ン
報
告
書
⽜
は
、
警
視
庁
と
メ
デ
ィ
ア
の
不
適
切
な
関
係
の
大
部
分
を
実
証
的
に
確
認
し
、
警
視
庁
に
健
全
な
対
メ

デ
ィ
ア
関
係
を
確
立
す
る
よ
う
促
し
た
点
で
意
義
が
大
き
い
。
特
に
、
同
報
告
書
が
警
察
官
の
記
者
と
の
軽
率
な
接
触
と
記
者
か
ら
の
飲

酒
接
待
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
こ
と
を
受
け
、
警
視
庁
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ホ
ー
ガ
ン
・
ハ
ウ
警
視
総
監
は
直
ち
に
、
部
下
達
に
記
者
と
の

不
適
切
な
接
触
を
公
式
的
に
警
告
し
た
の
で
あ
る
（
二
〇
一
二
年
一
月
四
日
（
107
））。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
メ
デ
ィ
ア
の
正
規
ル
ー
ト
以

外
の
警
察
取
材
を
過
度
に
制
限
し
、
警
察
の
公
務
遂
行
に
関
す
る
公
衆
の
知
る
権
利
を
阻
害
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
論
を
俟
た
な
い
。

三

小
結

⚑

メ
デ
ィ
ア
帝
国
の
実
体
と
対
権
力
関
係

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
率
い
る
メ
デ
ィ
ア
帝
国
Ｎ
Ｃ
は
、
一
九
六
〇
年
代
よ
り
新
聞
ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
に
続
き
、
一
九
九
〇
年
代

か
ら
は
放
送
に
お
い
て
煽
情
性
を
主
武
器
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
化
を
確
立
し
て
き
た
（
108
）。
彼
は
こ
の
よ
う
な
基
本
路
線
の
下
、

一
九
六
九
年
英
国
内
事
業
に
着
手
し
て
以
来
、
プ
レ
ス
と
放
送
の
両
面
か
ら
持
続
的
な
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
り
事
業
拡
大
を
図
り
、
強
固
な
地
位

を
築
い
て
き
た
。

し
か
し
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
対
内
的
に
は
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
人
事
や
編
集
部
門
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、
対
外
的
に
は

Ｎ
Ｉ
傘
下
の
メ
デ
ィ
ア
の
強
い
パ
ワ
ー
を
背
景
に
英
国
の
歴
代
政
権
の
政
策
に
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
早
く
か
ら
⽛
サ
ン

デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ネ
イ
ル
（
A
ndrew
N
eil）
元
編
集
長
が
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
太
陽
王
（
Sun
K
ing）
と
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形
容
し
、
全
て
の
権
威
は
彼
に
由
来
す
る
と
言
及
し
た
（
109
）の
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
帝
国
の
実
体
に
つ
い
て
正
鵠
を
射
て
い
る
。

Ｎ
Ｉ
の
英
国
内
に
お
け
る
準
独
占
的
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
政
治
指
導
者
等
の
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
Ｎ
Ｉ
へ
の
屈
従
を
招

来
し
た
（
110
）。

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
Ｎ
Ｉ
は
実
益
を
計
算
し
て
時
の
政
治
権
力
に
迎
合
し
た
り
、
政
権
交
代
を
主
導
す
る
等
、
政
治
に
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
介
入
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
強
大
な
パ
ワ
ー
を
誇
る
Ｎ
Ｉ
メ
デ
ィ
ア
の
支
持
を
渇
望
す
る
政
治
指
導
者
等
が
自
ら
招
い
た
結
果

で
も
あ
る
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
も
、
一
九
七
〇
年
代
末
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
以
降
、
歴
代
政
権
と
プ
レ
ス
の
関
係
、
政
府

の
メ
デ
ィ
ア
政
策
（
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
事
業
拡
大
へ
の
便
宜
供
与
等
）
か
ら
、
政
治
家
と
プ
レ
ス
が
過
度
に
親
密
な
関
係
に
あ
っ

た
と
指
摘
し
た
（
111
）。
結
局
、
双
方
の
こ
の
よ
う
な
不
健
全
な
関
係
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
メ
デ
ィ
ア
の
集
中
と
Ｎ
Ｉ
に
対
す
る
政

治
家
の
追
従
（
特
に
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
公
職
採
用
、
Ｎ
Ｉ
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
厚
遇

等
）
を
生
み
、
政
府
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
の
歪
曲
を
招
い
た
。
と
り
わ
け
、
後
者
は
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
買
収
と

BSkyB
買
収
騒
動
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
両
事
案
に
お
い
て
買
収
申
請
者
で
あ
る
Ｎ
Ｃ
と
そ
の
審
査
・
承
認
者
で
あ
る
政
府
は
、
正
規

の
買
収
手
続
を
避
け
、
Ｎ
Ｃ
に
有
利
な
道
を
模
索
し
た
疑
い
が
強
く
、
民
主
主
義
が
資
本
主
義
に
承
服
し
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
Ｎ
Ｉ
は
警
視
庁
首
脳
部
と
異
常
な
関
係
を
形
成
す
る
一
方
、
取
材
・
報
道
現
場

で
警
察
官
等
公
職
者
か
ら
他
人
の
情
報
提
供
を
受
け
る
見
返
り
に
、
彼
等
に
贈
賄
や
饗
応
接
待
を
繰
り
返
し
た
（
112
）。
特
に
、
Ｎ
Ｉ
関
係
者
と

警
視
庁
高
官
等
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
の
開
始
直
前
か
ら
再
捜
査
の
開
始
直
前
ま
で
定
期
的
に
会
合
を
持
ち
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
回

転
ド
ア
現
象
（
revolving
doorphenom
enon）
と
も
言
え
る
危
険
な
利
益
交
換
（⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
が
警
視
庁
を
退
職
し
た
ア
ン
デ
ィ
ー
・

ヘ
イ
マ
ン
を
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
採
用
し
、
警
視
庁
は
⽛
N
oW
⽜
を
退
職
し
た
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
を
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
起
用
し
た
の
が
典
型
）
の
連
鎖
に
陥
っ
た
。
両
者
の
こ
の
よ
う
な
利
益
交
換
関
係
は
、
警
視
庁
の
電
話
盗
聴
事
件
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の
原
捜
査
失
敗
や
再
捜
査
の
抑
制
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

メ
デ
ィ
ア
と
権
力
は
、
従
前
の
Ｎ
Ｉ
と
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
の
不
健
全
な
関
係
を
省
み
、
関
係
を
再
設
定
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ

る
。
両
者
の
本
来
の
役
割
、
す
な
わ
ち
前
者
は
公
共
の
知
る
権
利
に
基
づ
く
権
力
監
視
、
後
者
は
透
明
で
責
任
あ
る
公
務
遂
行
を
担
い
、

透
明
か
つ
健
全
な
関
係
に
生
ま
れ
変
わ
る
べ
き
で
あ
る
。

⚒

電
話
盗
聴
事
件
と
腐
敗
権
力

前
述
し
た
よ
う
に
、
電
話
盗
聴
事
件
は
主
に
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
が
犯
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
は
、
煽
情
主
義
を
主
武
器
と
す
る
タ
ブ
ロ

イ
ド
紙
の
商
業
至
上
主
義
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
不
全
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
Ｎ
Ｉ
と
権
力
の
不
健
全
な
関
係
が
必
ず
し
も
電
話
盗
聴
の
主

因
で
は
な
い
も
の
の
、
遠
因
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
権
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
メ
デ
ィ
ア
と
公
衆
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た

す
べ
き
権
力
の
歪
な
蜜
月
関
係
が
、
結
局
、
長
い
間
権
力
に
よ
る
⽛
N
oW
⽜
等
の
電
話
盗
聴
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
妨
げ
（
事
実
上
幇
助
）、
Ｎ

Ｉ
に
よ
る
電
話
盗
聴
の
隠
蔽
工
作
の
成
功
を
支
え
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件

発
覚
直
後
、
政
治
指
導
者
等
が
メ
デ
ィ
ア
の
支
持
確
保
の
た
め
メ
デ
ィ
ア
と
過
度
に
親
密
な
関
係
を
形
成
し
た
と
認
め
つ
つ
、
プ
レ
ス
に

蔓
延
し
て
い
た
違
法
行
為
の
兆
候
を
無
視
し
た
と
言
及
し
た
（
113
）こ
と
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

Ｎ
Ｉ
の
要
職
に
あ
っ
た
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
等
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
直

接
的
・
間
接
的
責
任
者
で
あ
り
、
政
治
家
・
警
察
と
癒
着
関
係
を
主
導
し
た
勢
力
で
も
あ
る
。
特
に
、
政
治
家
と
の
癒
着
は
、
ル
パ
ー
ト
・

マ
ー
ド
ッ
ク
父
子
も
そ
の
当
事
者
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
家
・
警
察
の
接
触
は
公
衆
の
知
る
権
利
の
充
足
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で

あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
接
触
の
動
機
と
方
式
で
あ
る
。
Ｎ
Ｉ
幹
部
等
と
政
治
家
・
警
察
の
接
触
は
、
事
業
や
利
権
、
政
治
的
利
害
関
係

が
優
先
視
さ
れ
た
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
方
式
も
不
透
明
で
私
的
な
関
係
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
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二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
一
一
年
七
月
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
に
至
る
ま
で
、
新
聞
の
違
法
な
情
報
収
集
が
断
続
的
に
問
題

と
な
り
、
Ｎ
Ｉ
幹
部
等
に
対
す
る
議
会
の
調
査
が
数
次
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た
が
、
被
調
査
者
等
の
事
実
誤
導
に
よ
り
悉
く
失
敗
し
た
。

Ｎ
Ｉ
は
自
身
の
非
違
行
為
に
対
す
る
議
会
の
真
相
究
明
に
向
け
た
調
査
を
無
力
化
さ
せ
る
た
め
、
調
査
主
体
で
あ
る
下
院
文
化
委
員
会
委

員
等
の
私
生
活
へ
の
監
視
も
敢
行
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
界
の
電
話
盗
聴
事
件
の
真
相
究
明
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
背
後
に
は
、
歴

代
首
相
を
含
む
政
治
指
導
者
等
の
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
Ｎ
Ｉ
幹
部
等
と
の
公
私
に
わ
た
る
過
度
に
親
密
な
関
係
が

潜
ん
で
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
方
、
警
視
庁
は
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
に
完
全
に
失
敗
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
示
す

⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
や
一
部
被
害
者
の
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
の
情
報
開
示
請
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

再
捜
査
の
機
会
を
自
ら
剥
奪
し
て
し
ま
っ
た
。
警
視
庁
は
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
の
不
当
性
を
公
然
と
主
張

す
る
一
方
、
議
会
に
対
し
て
原
捜
査
の
欠
陥
を
否
定
し
た
。
警
視
庁
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
再
捜
査
開
始
の
直
前
ま
で
、
警
視
庁
の
電

話
盗
聴
事
件
捜
査
指
揮
官
等
が
Ｎ
Ｉ
幹
部
等
と
頻
繁
な
定
期
会
合
を
通
じ
て
、
不
健
全
な
利
益
交
換
関
係
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
と
無
縁

で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
い
て
国
民
を
欺
罔
し
た
過
去
の
秘
密
会
合
に
つ
い
て
そ
の
接
触
自
体
を

否
定
し
た
り
、
癒
着
等
の
不
純
な
動
機
が
な
か
っ
た
と
強
弁
し
た
。
し
か
も
、
両
者
は
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
失
敗
を
め
ぐ
り
、
互
い

に
責
任
転
嫁
す
る
様
子
を
見
せ
た
。
特
に
、
政
治
家
等
は
プ
レ
ス
と
の
不
健
全
な
関
係
よ
り
は
、
主
に
電
話
盗
聴
事
件
が
露
呈
し
た
既
存

の
プ
レ
ス
規
制
の
非
有
効
性
を
強
調
し
、
彼
等
に
向
け
ら
れ
た
非
難
の
矛
先
を
か
わ
そ
う
と
し
た
。
ま
た
、
警
視
庁
高
官
等
は
内
部
懲
戒

手
続
を
恐
れ
て
相
次
い
で
辞
任
し
て
お
り
、
警
察
内
部
の
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
等
に
よ
る
真
実
究
明
努
力
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。

以
上
、
腐
敗
し
た
新
聞
企
業
（
Ｎ
Ｉ
）
と
腐
敗
し
た
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
の
不
健
全
な
利
益
交
換
と
い
う
負
の
連
鎖
が
、
電
話
盗

北研 55 (2・110) 376

論 説

北研 55 (2・111) 377

英国における電話盗聴事件の考察（二）



聴
の
よ
う
な
違
法
な
情
報
収
集
行
為
を
防
ぐ
政
治
的
・
法
的
シ
ス
テ
ム
の
正
常
な
作
動
を
阻
害
し
た
と
言
え
よ
う
。

（
⚑
）
BSkyB
の
持
株
会
社
BSkyB
plc
は
二
〇
一
四
年
一
一
月
、
Sky
Italia
と
Sky
D
eutschland
を
買
収
し
て
Sky
plc
に
改
名
し
、
BSkyB
も
Sky

U
K
に
改
名
し
た
。

（
⚒
）
John
Plunkettand
A
m
iSedghi,‘Sun
has
torn
into
Ed
M
iliband
even
m
ore
viciously
than
ithitN
eilK
innock’,T
he
G
uardian
(6
M
ay

2015).

（
⚓
）
K
eith
RupertM
urdoch,In
theM
atteroftheLeveson
Inquiry
into
theCulture,Practicesand
E
thicsofthePress:W
itnessStatem
entof

K
eith
R
upertM
urdoch
(Leveson
Inquiry,12
A
pril2012),25.

（
⚔
）
Rebekah
Brooks,In
theM
atteroftheLeveson
Inquiry
into
theCulture,Practicesand
E
thicsofthePress:Statem
entofR
ebekah
M
ary

Brooks(Leveson
Inquiry,2
M
ay
2012),11.

（
⚕
）
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
ラ
ン
ス
・
プ
ラ
イ
ス
（
LancePrice）
元
記
者
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
順
調
な
事
業
上
の
利
益
追
求
が
労
働
党
へ
の
政
治
的
順
風
に

な
る
こ
と
を
確
認
し
た
情
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
Lance
Price,W
herePow
erLies:Prim
eM
inisterv.theM
edia
(Sim
on
&
SchusterU
K
,2010),

333.

（
⚖
）
ピ
ー
タ
ー
・
マ
ン
デ
ル
ソ
ン
（
PeterM
andelson）
労
働
党
議
員
は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
次
期
総
選
挙
を
控
え
、⽛
サ

ン
⽜
は
保
守
党
へ
の
支
持
を
、
保
守
党
は
選
挙
勝
利
後
Ｎ
Ｉ
へ
の
便
宜
供
与
を
約
束
し
た
と
言
及
し
た
。
‘M
andelson
attack
on
‘crude’Sun’,BBC
(11

N
ovem
ber
2001).

（
⚗
）
K
eith
RupertM
urdoch,n
(3)above,24-25,39.

（
⚘
）
M
alcolm
D
ean,D
em
ocracy
U
nder
A
ttack:H
ow
the
M
edia
D
istortPolicy
and
Politics(T
he
Policy
Press,2013),45-46.

（
⚙
）
Com
petition
Com
m
ission,A
cquisition
by
British
Sky
Broadcasting
G
roup
Plcof17.9
percentoftheSharesin
IT
V
Plc(14
D
ecem
ber

2007),78.

（
10
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
ジ
ョ
ン
・
メ
ー
ジ
ャ
ー
元
首
相
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
六
・
一
二
）。

（
11
）
K
eith
RupertM
urdoch,n
(3)above,19,29.

（
12
）
⽛
サ
ン
⽜
は
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
付
一
面
ト
ッ
プ
記
事
（
タ
イ
ト
ル
：
‘Labour’sLostIt’）
で
、
次
期
総
選
挙
で
過
去
一
〇
年
間
持
続
さ
れ
た
労
働
党
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支
持
を
撤
回
し
、
保
守
党
支
持
に
転
換
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。

（
13
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
四
・
二
五
）。

（
14
）
John
Lisners,T
he
R
ise
and
Fallofthe
M
urdoch
E
m
pire
(John
Blake,2013),110.

（
15
）
一
方
、
彼
は
一
九
八
七
年
に
ミ
ッ
ド
マ
ー
ケ
ッ
ト
紙
の
⽛
ト
ゥ
デ
イ
⽜（
T
oday）
も
買
収
し
た
が
、
採
算
性
の
問
題
か
ら
八
年
後
廃
刊
し
た
（
一
九
九
五

年
一
一
月
）。

（
16
）
Ｎ
Ｉ
が
一
九
八
六
年
、
傘
下
の
四
紙
の
製
作
工
場
を
電
子
製
作
シ
ス
テ
ム
の
備
え
た
東
ロ
ン
ド
ン
の
ワ
ッ
ピ
ン
グ
地
区
へ
の
移
転
計
画
に
大
量
失
業
を
恐

れ
て
反
対
し
た
印
刷
関
連
労
働
者
全
員
（
六
〇
〇
〇
人
）
を
解
雇
し
た
こ
と
に
対
し
、
労
組
が
会
社
に
抗
議
し
て
一
年
余
ス
ト
ラ
イ
キ
等
を
展
開
し
た
。
労

使
の
熾
烈
な
攻
防
の
末
、
会
社
側
が
労
組
を
屈
服
さ
せ
た
。
そ
の
重
要
要
因
と
し
て
、
当
時
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で
改
正
さ
れ
た
労
組

法
（
T
radeU
nion
Law
）
等
が
使
用
者
側
に
有
利
に
働
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
争
議
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
と
の
連
帯
を
強
固
に
さ
せ
た
一
方
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
と
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
買
収
や
同
争
議
に
お
い
て
会
社
に
反
発
し
た
者
を
中

心
に
新
し
い
形
態
の
高
級
紙
、⽛
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
⽜（
T
he
Independent）
の
創
刊
（
一
九
八
六
年
一
〇
月
）
の
契
機
と
な
っ
た
。
M
ick
T
em
ple,

T
he
British
Press(O
pen
U
niversity
Press,2008),73-93.

（
17
）
John
Lisners,n
(14)above,163-187.

（
18
）
N
ick
D
avies,H
ack
A
ttack:H
ow
the
truth
caughtup
w
ith
R
upertM
urdoch
(London:V
intage
Books,2015),167.

（
19
）
K
eith
RupertM
urdoch,n
(3)above,29-30.

（
20
）
当
初
、同
法
制
定
に
先
立
っ
て
公
表
さ
れ
た
政
府
白
書
、D
epartm
entofT
radeand
Industry
and
theD
epartm
entofCulture,M
ediaand
Sport,

A
N
ew
FutureforCom
m
unications(Cm
5010,12
D
ecem
ber2000)
に
は
本
格
的
な
所
有
規
制
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
Ｎ
Ｉ
に
よ
る
既

存
の
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
所
有
規
制
へ
の
批
判
を
受
け
、
下
院
文
化
委
員
会
第
二
次
報
告
書
、
H
ouse
of
Com
m
ons
Culture,M
edia
and
Sport

Com
m
ittee,T
heCom
m
unicationsW
hitePaper,Second
R
eportofSession
2000-2001
V
olI(H
C
161-I,15
M
arch
2001)
に
そ
れ
が
反
映
さ

れ
た
経
緯
が
あ
る
。

（
21
）
‘Callhalted
M
urdoch
deal’,T
he
T
im
es(27
M
arch
1998).

（
22
）
Lance
Price,n
(5)above,336.

（
23
）
K
eith
RupertM
urdoch,n
(3)above,25-26.

（
24
）
Rebekah
Brooks,n
(4)above,8-11.
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（
25
）
Ibid.,6.

（
26
）
N
ick
D
avies,n
(18)above,223-224.

（
27
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一
一
）。

（
28
）
A
ndy
Coulson,In
the
M
atter
ofthe
Leveson
Inquiry
into
the
Culture,Practices
and
E
thics
ofthe
Press-W
itness
Satem
entofA
ndy

Coulson
(Leveson
Inquiry,1
M
ay
2012),7.

（
29
）
N
icholas
Jones,‘H
ow
did
a
British
Prim
e
M
inister
com
e
to
depend
on
an
Ex-Editor
ofthe
N
ew
s
ofthe
W
orld?’,in
Richard
Lance

K
eeble
and
John
M
air
(ed.),T
he
phone
hacking
scandal:journalism
on
trial(A
rim
a
Publishing,2012),95-107.

（
30
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一
〇
）。

（
31
）
‘Boris
Johnson’s
diary
reveals
Brooks
and
M
urdoch
calls’,BBC
(7
O
ctober
2012).

（
32
）
電
話
盗
聴
共
謀
嫌
疑
以
外
に
、
社
内
⽛
い
じ
め
文
化
⽜
を
主
導
し
た
疑
惑
も
あ
る
。
H
ugh
M
uir
and
Chris
T
ryhorn,‘Callhalted
M
urdoch
deal’,

T
he
G
uardian
(23
N
ovem
ber
2009).

（
33
）
T
om
W
atson
and
M
artin
H
ickm
an,D
ialM
for
M
urdoch:N
ew
sCorporation
and
the
Corrupt(Penguin
Books,2012),57-58.

（
34
）
A
lice
Ross
and
N
ick
M
athiason,‘N
I
hosted
nearly
a
quarter
of
hospitality
enjoyed
by
Cam
eron’s
inner
circle’,T
he
Bureau
of

Investigative
Journalism
(23
July
2011).

（
35
）
Graham
Stew
art,T
he
H
istory
ofthe
T
im
es:T
he
M
urdoch
years,1981-2002
(H
arperCollins
Canada,2005),45.

（
36
）
M
alcolm
D
ean,n
(8)above,445.

（
37
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
ハ
ロ
ル
ド
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
（
H
arold
Evans）
前
編
集
長
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一

七
）。

（
38
）
K
eith
RupertM
urdoch,n
(3)above,6-7.

（
39
）
Lance
Price,n
(5)above,237.

（
40
）
H
arold
Evans,G
ood
T
im
esBad
T
im
es(Bedford
Square
Books,2011),383-384,426-427,432.

（
41
）
H
elia
Ebrahim
i,D
am
ian
Reece,A
listairO
sborne
and
Row
ena
M
ason,‘BSkyB
takeover:RupertM
urdoch
m
ovestow
ardsfullBSkyB

takeover’,T
he
T
elegraph
(14
June
2010).

（
42
）
European
Com
m
ission,Case
N
o
CO
M
P/M
.5932-N
ew
s
Corp/BSkyB:
N
ortification
of
3
N
ovem
ber
2010
pursuant
to
A
rticle
4
of
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CouncilR
egulation
N
o
139/2004
(21
D
ecem
ber
2010).

（
43
）
①
に
つ
き
、
Ｎ
Ｃ
は
映
画
の
放
送
版
権
市
場
で
十
分
な
市
場
支
配
力
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
BSkyB
の
競
争
者
は
同
様
に
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
持

つ
複
数
の
代
替
供
給
者
を
確
保
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
Ｎ
Ｃ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
映
画
コ
ン
テ
ン
ツ
、
テ
レ
ビ
番
組
、
基
本
有
料
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
Sky
の

編
成
の
ご
く
一
部
で
あ
る
こ
と
、
②
に
つ
き
、
現
在
、
定
期
購
読
モ
デ
ル
は
大
半
の
読
者
に
魅
力
的
で
は
な
い
こ
と
、
大
半
の
新
聞
の
オ
ン
ラ
イ
ン
版
は
無

料
で
あ
る
こ
と
、
③
に
つ
き
、
Ｎ
Ｃ
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
十
分
な
広
告
機
会
が
あ
る
こ
と
、
Ｎ
Ｃ
の
広
告
許
否
が
有
料
テ
レ
ビ
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
が

大
き
く
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
Ｎ
Ｃ
や
BSkyB
の
市
場
支
配
力
不
足
を
勘
案
す
る
と
、
Ｎ
Ｃ
新
聞
と
BSkyB
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
広
告
の
結
合
購
買
の

可
能
性
が
低
い
こ
と
等
を
摘
示
し
た
。

（
44
）
こ
れ
は
合
併
審
査
対
象
事
案
（
relevantm
erger
situation）、
す
な
わ
ち
①
買
収
さ
れ
る
企
業
の
売
上
高
が
七
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
を
超
過
す
る
場
合
、

ま
た
は
②
企
業
結
合
に
よ
り
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
合
計
が
英
国
全
土
若
し
く
は
そ
の
大
半
の
地
域
に
お
い
て
二
五
％
以
上
を
占
め
る
場
合
を
意
味
し
（
企
業

法
に
基
づ
く
企
業
結
合
審
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
M
erger
A
ssessm
entGuidelines）
para
3.1.3）、
主
務
大
臣
が
介
入
で
き
る
（
企
業
法
五
八
条
）。
一

方
、
主
務
大
臣
は
特
別
合
併
審
査
対
象
事
案
（
specialm
ergersituation）、
す
な
わ
ち
①
企
業
結
合
の
結
果
、
二
つ
以
上
の
企
業
が
独
自
性
を
喪
失
す
る

場
合
、
②
結
合
企
業
の
一
方
が
有
す
る
新
聞
ま
た
は
放
送
供
給
占
有
率
が
英
国
全
土
若
し
く
は
そ
の
大
半
の
地
域
に
お
い
て
二
五
％
以
上
を
占
め
る
場
合
も

介
入
で
き
る
（
同
法
五
九
条
）。

（
45
）
O
ffice
of
Fair
T
rading,A
report
to
the
Secretary
of
State
for
Culture,
O
lym
pics,
M
edia
and
Sport
in
response
to
the
E
uropean

intervention
notice
issued
on
4
N
ovem
ber
2010
in
relation
to
the
anticipated
acquisition
by
N
ew
s
Corporation
of
British
Sky

Broadcasting
G
roup
Plc:A
reportpursuantto
A
rticle4(2)-(5)oftheE
nterpriseA
ct2002
(Protection
oflegitim
ateinterests)O
rder2003

(30
D
ecem
ber
2010).

（
46
）
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
、
ビ
ン
ス
・
ケ
ー
ブ
ル
大
臣
の
本
件
買
収
を
防
ぐ
た
め
の
Ｎ
Ｃ
へ
の
宣
戦
布
告
の
事
実
等
が
⽛
テ
レ
グ
ラ
フ
⽜
の
秘
密
取
材

に
よ
り
暴
露
さ
れ
た
（
RobertW
innett,‘V
ince
Cable:Ihave
declared
w
aron
RupertM
urdoch’,T
heT
elegraph
(21
D
ecem
ber2010)）
こ
と

を
契
機
に
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
本
件
買
収
申
請
の
究
極
的
判
断
権
者
（
最
終
承
認
責
任
者
）
と
し
て
ビ
ン
ス
・
ケ
ー
ブ
ル
大
臣
の
公
正
性

の
欠
如
可
能
性
を
挙
げ
、
即
刻
本
件
の
主
務
大
臣
を
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
に
交
代
さ
せ
た
。

（
47
）
O
fcom
,R
eporton
public
interestteston
the
proposed
acquisition
ofBritish
Sky
Broadcasting
G
roup
Plc
by
N
ew
s
Corporation
(31

D
ecem
ber
2010).

（
48
）
①
の
㋐
に
つ
き
、
本
件
買
収
後
Ｎ
Ｃ
の
英
国
内
ニ
ュ
ー
ス
消
費
者
の
飛
躍
的
増
加
（
三
二
％
か
ら
五
一
％
に
増
加
）
に
よ
り
Ｎ
Ｃ
の
世
論
へ
の
影
響
力
が
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増
大
す
る
、
㋑
に
つ
き
、
放
送
規
制
枠
組
自
体
が
ニ
ュ
ー
ス
の
十
分
な
多
元
性
を
保
証
せ
ず
、
内
的
多
元
性
が
ニ
ュ
ー
ス
の
供
給
の
十
分
な
多
元
性
を
保
証

し
な
い
、
㋒
に
つ
き
、
本
件
買
収
は
英
国
全
土
の
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
ニ
ュ
ー
ス
を
提
供
す
る
メ
デ
ィ
ア
企
業
支
配
者
が
十
分
な
多
元

性
を
有
し
な
い
た
め
、
公
益
と
背
馳
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。
②
に
関
す
る
具
体
的
な
憂
慮
事
項
と
し
て
融
合
装
置
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

統
合
的
ニ
ュ
ー
ス
商
品
の
開
発
・
展
開
、
Ｎ
Ｃ
の
新
聞
・
放
送
チ
ャ
ン
ネ
ル
間
の
ク
ロ
ス
広
報
、
ニ
ュ
ー
ス
商
品
と
多
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
抱
き
合
わ
せ

販
売
、
新
し
い
大
量
ニ
ュ
ー
ス
契
約
の
獲
得
等
を
摘
示
し
た
。
ま
た
、
④
つ
き
、
今
後
市
場
展
開
に
お
い
て
現
行
規
制
枠
組
は
メ
デ
ィ
ア
所
有
の
十
分
な
多

元
性
確
保
に
関
す
る
議
会
の
政
策
目
標
の
達
成
に
実
効
的
で
は
な
い
と
し
、政
府
に
公
益
上
十
分
な
多
元
性
確
保
の
た
め
の
規
制
枠
組
の
再
考
を
勧
告
し
た
。

（
49
）
Ｎ
Ｃ
が
BSkyB
の
Sky
N
ew
sに
対
す
る
独
立
（
‘N
ew
co’に
改
編
し
、
分
離
）
と
英
国
内
ニ
ュ
ー
ス
供
給
の
現
状
維
持
（
十
分
性
・
多
元
性
確
保
）
等
構

造
的
解
決
を
通
じ
て
、
O
fcom
が
摘
示
し
た
公
益
性
に
関
す
る
潜
在
的
懸
念
を
解
消
す
る
と
い
う
趣
旨
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

（
50
）
O
fficeofFairT
rading,A
reporttotheSecretaryofStateforCulture,O
lym
pics,M
ediaand
Sportin
responsetotheundertakingsin
lieu

offered
to
Schedule2
paragraph
3
oftheE
nterpriseA
ct2002
(Protection
oflegitim
ateinterests)O
rder2003
concerning
theanticipated

acquisition
by
N
ew
sCorporation
ofBritish
Sky
Broadcasting
G
roup
Plc:A
reportpursuantto
Section
93
oftheE
nterpriseA
ct2002
(11

February
2010).

（
51
）
O
fcom
,N
ew
sCorporation/BSkyB
proposed
m
erger:advice
on
proposed
undertakingsin
lieu
(11
February
2011).

（
52
）
N
ew
co
の
Ｎ
Ｃ
か
ら
の
独
立
を
保
障
し
、
Ｎ
Ｃ
の
N
ew
co
に
対
す
る
持
分
は
一
〇
年
間
Ｎ
Ｃ
の
既
存
の
BSkyB
に
対
す
る
持
分
三
九
・
一
％
を
維
持
す

る
等
の
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
N
ew
s
Corporation/BSkyB
proposed
m
erger:advice
on
proposed
undertakings
in
lieu
(11
February

2011).

（
53
）
O
ffice
ofFair
T
rading,A
dvice
from
the
O
ffice
ofFair
T
rading
on
undertakingsin
lieu
offered
by
N
ew
sCorporation
relating
to
the

anticipated
acquisition
by
N
ew
sCorporation
ofBritish
Sky
Broadcasting
G
roup
Plc
(1
M
arch
2011).

（
54
）
O
fcom
,N
ew
sCorporation/BSkyB
proposed
m
erger:further
advice
on
revised
U
ILs(1
M
arch
2011).

（
55
）
①
営
利
・
職
能
団
体
（
英
国
電
気
通
信
公
社
（
British
T
elecom
m
unications）、
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
・
メ
デ
ィ
ア

（
V
irgin
M
edia））、
②
ロ
ビ
ー
グ
ル
ー
プ
、
③
学
術
・
産
業
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
、
④
労
組
（
全
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
組
合
（
Ｎ
Ｕ
Ｊ
）
等
）、
⑤
個
人
や
下
院
議

員
、
⑥
A
vaaz
の
オ
ン
ラ
イ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
通
じ
て
約
四
万
件
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。

（
56
）
D
epartm
entfor
Culture,M
edia
and
Sport,Sum
m
ary
ofresponses
to
the
consultation
seeking
view
s
on
the
undertakings
offered
by

N
ew
sCorporation
3
M
arch
-21
M
arch
2011
(21
M
arch
2011).
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（
57
）
①
多
様
な
強
い
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
重
要
性
と
多
様
性
の
低
下
し
た
市
場
の
危
険
性
、
②
Sky
N
ew
sが
Ｎ
Ｃ
か
ら
の
恩
恵
（
収
益
、
流
通
、
広
告
、
ク
ロ
ス

広
報
等
）
の
見
返
り
に
、
そ
の
強
い
影
響
下
に
置
か
れ
る
こ
と
、
③
編
集
の
独
立
維
持
の
難
し
さ
等
。

（
58
）
具
体
的
に
は
、
①
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
測
定
オ
プ
シ
ョ
ン
と
最
上
の
手
段
、
②
多
元
性
測
定
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
包
含
有
無
、
③
合
併
が
な
い
状

況
で
多
元
性
の
検
証
要
因
と
モ
ニ
タ
ー
の
主
体
・
方
法
、
④
ニ
ュ
ー
ス
市
場
占
有
率
の
限
界
設
定
の
実
現
可
能
性
、
⑤
規
制
枠
組
に
お
け
る
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
包
含

有
無
・
方
法
の
五
項
目
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
た
。

（
59
）
質
問
項
目
①
に
つ
き
⽛
㋐
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
測
定
基
準
は
三
つ
（
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
の
可
用
性
、
消
費
、
影
響
力
）
が
存
在
す
る
が
、
消
費
測
定
基

準
（
量
、
到
達
範
囲
、
マ
ル
チ
ソ
ー
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
消
費
）
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
㋑
測
定
基
準
に
加
え
、
他
の
関
連
要
因
（
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ニ
ュ
ー
ス

の
公
正
性
義
務
）
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
㋒
ニ
ュ
ー
ス
市
場
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
性
に
鑑
み
、
測
定
基
準
枠
組
自
体
が
個
別
審
査
に
お
い
て
そ
の
有
効

性
・
妥
当
性
の
持
続
的
な
確
保
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
⽜、
②
に
つ
き
⽛
英
国
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
利
用
者
の
急
増
に
照
ら
し
、
オ

ン
ラ
イ
ン
も
多
様
性
審
査
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
⽜、③
に
つ
き⽛
㋐
定
期（
四
、五
年
間
隔
）の
多
様
性
審
査
が
最
上
の
方
法
で
あ
る
。
㋑
既
存
の
メ
デ
ィ

ア
合
併
規
制
枠
組
を
新
し
い
枠
組
内
に
置
く
か
、
並
列
す
る
か
は
追
加
検
討
を
要
す
る
⽜、
④
に
つ
き
⽛
㋐
絶
対
的
制
限
は
市
場
占
有
率
制
限
や
特
定
取
引
禁

止
の
類
型
が
あ
る
が
、
前
者
は
簡
明
で
あ
る
が
柔
軟
で
は
な
い
た
め
賢
明
な
手
段
で
は
な
い
。
㋑
柔
軟
性
の
観
点
か
ら
高
い
市
場
占
有
率
が
惹
起
す
る
多
元

性
の
懸
念
は
定
期
の
多
元
性
審
査
に
代
替
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
㋒
唯
一
の
現
行
の
取
引
禁
止
規
定
（
全
国
新
聞
市
場
の
二
〇
％
以
上
占
有
者
の
チ
ャ
ン
ネ

ル
⚓
の
持
分
二
〇
％
以
上
保
有
禁
止
）
の
新
し
い
多
元
性
枠
組
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
存
廃
は
議
会
が
判
断
す
る
。
㋓
ど
の
程
度
の
多
元
性
が
十
分
で
あ

る
か
は
追
加
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
の
判
断
は
主
観
的
で
あ
る
た
め
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
㋔
複
数
ニ
ュ
ー
ス
市
場
は
多
様
な
独
立
的
ニ
ュ
ー
ス
の
声
、
マ

ル
チ
ソ
ー
ス
の
高
い
到
達
・
消
費
、
革
新
を
促
す
低
い
参
入
・
競
争
障
壁
、
経
済
的
持
続
可
能
性
、
単
一
組
織
が
過
度
な
市
場
占
有
率
を
有
し
な
い
こ
と
を

特
徴
と
す
る
。
㋕
潜
在
的
多
元
性
懸
念
と
関
連
し
て
、
消
費
測
定
基
準
の
程
度
は
絶
対
的
制
限
と
し
て
看
做
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
多
元
性
審
査
で
考
慮
さ
れ

得
る
。
㋖
議
会
は
十
分
性
の
定
義
に
関
す
る
追
加
指
針
の
提
供
の
可
否
を
考
慮
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
指
針
が
な
け
れ
ば
、
多
元
性
審
査
は
議
会
に
よ
り
授

権
さ
れ
た
適
切
な
審
査
機
関
が
担
え
る
で
あ
ろ
う
⽜、
⑤
に
つ
き
⽛
㋐
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
オ
ン
ラ
イ
ン
ニ
ュ
ー
ス
部
門
で
主
導
権
を
持
つ
た
め
、
如

何
な
る
多
元
性
審
査
に
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
期
審
査
を
要
す
る
新
し
い
多
元
性
枠
組
に
基
づ
き
審
査
対
象
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
を
包
含
し
つ
つ
、
Ｂ
Ｂ

Ｃ
の
地
位
に
照
ら
し
た
独
自
審
査
は
要
し
な
い
。
㋑
ニ
ュ
ー
ス
部
門
に
お
け
る
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
存
在
感
と
経
費
削
減
の
た
め
の
取
材
活
動
の
統
合
圧
力
に
鑑
み
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
ト
ラ
ス
ト
（
T
rust）
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
内
的
・
外
的
多
元
性
を
審
査
し
、
定
期
的
に
測
定
・
評
価
す
る
枠
組
を
確
立
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
⽜
と
答
申
し

た
。
O
fcom
,M
easuring
m
edia
plurality:O
fcom
s̓adviceto
theSecretary
ofStateforCulture,O
lym
pics,M
edia
and
Sport(19
June
2012).

（
60
）
年
間
約
八
〇
憶
ポ
ン
ド
が
予
想
さ
れ
た
（
こ
れ
に
対
し
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
四
六
億
ポ
ン
ド
）。
‘BSkyB
takeover:RupertM
urdoch
m
oves
tow
ards
full
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BSkyB
takeover’,T
he
T
elegraph
(14
June
2010).

（
61
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一
一
）。

（
62
）
A
ntony
Seely,T
akeovers:the
public
interesttest(Com
m
ons
Library
Standard
N
ote
SN
05374,1
O
ctober
2012),2-4.

一
方
、
二
〇
一
三
年
に
制
定
さ
れ
た
企
業
・
規
制
改
革
法
（
Enterpriseand
Regulatory
Reform
A
ct2013）
に
基
づ
き
、
企
業
結
合
・
市
場
調
査
に

お
け
る
既
存
の
Ｏ
Ｆ
Ｔ
と
Ｃ
Ｃ
の
二
段
階
競
争
審
査
の
確
証
バ
イ
ア
ス
（
confirm
ation
bias）
の
危
険
性
等
の
問
題
に
鑑
み
、
柔
軟
性
や
迅
速
性
を
確
保
す

る
た
め
、
両
機
関
を
統
合
し
た
新
し
い
規
制
機
関
、
競
争
・
市
場
庁
（
Com
petition
and
M
arkets
A
uthority,CM
A
）
が
設
置
さ
れ
た
。

（
63
）
公
益
性
審
査
は
通
信
法
三
七
五
条
に
よ
り
導
入
さ
れ
、
企
業
法
五
八
条
に
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
挿
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
新
聞
企
業
間
合
併
の

場
合
（
新
聞
審
査
）
と
放
送
企
業
間
ま
た
は
放
送
企
業
と
新
聞
企
業
の
合
併
の
場
合
（
放
送
・
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
審
査
）
に
区
分
さ
れ
、
前
者
は
①
新
聞
の

正
確
な
ニ
ュ
ー
ス
伝
達
の
必
要
性
、
②
合
併
新
聞
の
論
評
の
自
由
の
必
要
性
、
③
合
理
的
・
現
実
的
な
範
囲
に
お
い
て
英
国
全
土
ま
た
は
そ
の
一
部
地
域
の

各
新
聞
市
場
に
お
け
る
新
聞
の
意
見
の
十
分
な
多
元
性
の
必
要
性
（（
⚒
Ａ
）（
⚒
Ｂ
））、
後
者
は
①
英
国
全
土
ま
た
は
そ
の
特
定
地
域
・
地
方
に
お
け
る
各

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
メ
デ
ィ
ア
企
業
支
配
者
の
十
分
な
多
元
性
の
必
要
性
、
②
英
国
全
土
に
お
い
て
高
品
質
か
つ
多
種
多
様
な
趣

味
・
利
益
に
訴
求
す
る
幅
広
い
放
送
利
用
の
必
要
性
、
③
メ
デ
ィ
ア
企
業
事
業
者
・
支
配
者
の
通
信
法
三
一
九
条
（
番
組
基
準
）
の
厳
格
な
遵
守
の
必
要
性

（
⚒
Ｃ
）
を
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
要
素
と
す
る
。
た
だ
、
後
者
の
場
合
、
主
務
大
臣
が
政
策
的
見
地
か
ら
、
通
信
法
制
定
当
時
（
二
〇
〇
三
年
）
に
廃
止
さ
れ
た
所

有
規
制
の
適
用
対
象
合
併
、
す
な
わ
ち
①
新
聞
市
場
占
有
率
二
〇
％
以
上
の
全
国
紙
と
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚕
免
許
保
有
者
の
合
併
、
②
新
聞
市
場
占
有
率
二
〇
％

以
上
の
全
国
紙
と
全
国
ラ
ジ
オ
サ
ー
ビ
ス
の
合
併
、
③
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚓
免
許
保
有
者
の
変
更
を
伴
う
合
併
（
市
場
占
有
率
一
五
％
超
過
）、
④
同
一
地
域
内
に

お
け
る
二
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚓
免
許
の
合
併
、
⑤
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚓
免
許
保
有
者
と
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚕
免
許
保
有
者
の
合
併
、
⑥
全
国
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚓
免
許
保
有

者
と
全
国
ラ
ジ
オ
サ
ー
ビ
ス
の
合
併
、
⑦
チ
ャ
ン
ネ
ル
⚕
免
許
保
有
者
と
全
国
ラ
ジ
オ
サ
ー
ビ
ス
の
合
併
、
⑧
二
つ
以
上
の
全
国
ラ
ジ
オ
サ
ー
ビ
ス
の
合
併
、

⑨
欧
州
経
済
圏
外
の
所
有
者
に
よ
る
合
併
事
案
へ
の
介
入
を
考
慮
す
る
（
通
商
産
業
省
公
益
性
運
用
指
針
para8.2

）。
ま
た
、
主
務
大
臣
は
例
外
的
状
況
、

す
な
わ
ち
①
多
数
の
教
育
・
ニ
ュ
ー
ス
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
単
一
化
さ
れ
る
場
合
、
②
誰
か
が
全
て
の
音
楽
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
買
収
す
る
場
合
、
③
地
方
ラ
ジ
オ
所

有
予
定
者
が
他
メ
デ
ィ
ア
や
他
国
で
番
組
基
準
を
厳
格
に
遵
守
し
な
い
場
合
に
も
介
入
を
考
慮
す
る
（
同8.8

）。

（
64
）
N
ick
D
avies,n
(18)above,282.

（
65
）
M
alcolm
D
ean,n
(8)above,452-453.

（
66
）
K
eith
RupertM
urdoch,In
the
M
atter
ofthe
Leveson
Inquiry
into
the
Culture,Practicesand
E
thicsofthe
Press:E
X
H
IBIT
K
R
M
18

(Leveson
Inquiry,12
A
pril2012)；

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
Ｎ
Ｃ
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ミ
シ
ェ
ル
欧
州
広
報
官
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
二
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四
）。

（
67
）
下
院
に
お
け
る
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
元
文
化
大
臣
の
答
弁
（
二
〇
一
二
・
四
・
二
五
）。

（
68
）
M
alcolm
D
ean,n
(8)above,452-453.レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
Ｎ
Ｃ
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ミ
シ
ェ
ル
欧
州
広
報
官
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・

二
四
）
に
よ
る
と
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
大
臣
は
主
務
大
臣
に
な
る
前
か
ら
本
件
買
収
に
協
力
的
で
あ
っ
た
。

（
69
）
T
om
W
atson
and
M
artin
H
ickm
an,n
(33)above,116-117.

（
70
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一
一
）；

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・

四
・
二
四
）；

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
六
・
一
四
）。

（
71
）
T
om
W
atson
and
M
artin
H
ickm
an,n
(33)above,167-169.

（
72
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
六
・
一
四
）。

（
73
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一
一
）。

（
74
）
下
院
内
務
委
員
会
に
お
け
る
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
の
答
弁
（
二
〇
〇
九
・
九
・
二
）。

（
75
）
T
om
W
atson
and
M
artin
H
ickm
an,n
(33)above,96.

（
76
）
A
m
elia
H
ill,‘Phone
hacking:Lord
Prescottw
ins
high
courtbid
to
challenge
M
et’,T
he
G
uardian
(23
M
ay
2011).

（
77
）
‘Phone
hacking:M
etpolice
failed
to
w
arn
victim
s’,BBC
(7
February
2012).

（
78
）
H
ouse
ofCom
m
onsH
om
e
A
ffairsCom
m
ittee,U
nauthorised
tapping
into
orhacking
ofm
obilecom
m
unications,T
hirteenth
R
eportof

Session
2010-12
(H
C
907,19
July
2011),29.

（
79
）
T
om
W
atson
and
M
artin
H
ickm
an,n
(33)above,18-19.

（
80
）
Ibid.,19.

（
81
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
警
視
監
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
一
）。

（
82
）
N
ick
D
avies,n
(18)above,110.

（
83
）
John
Lisners,n
(14)above,146.

（
84
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
五
）。

（
85
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
一
）。

（
86
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
広
報
官
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
一
三
）。
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（
87
）
N
icholas
W
attand
H
élène
M
ulholland,‘D
avid
Cam
eron:Idid
ride
ex-police
horse
lentto
Rebekah
Brooks’,T
he
G
uardian
(2
M
arch

2012).

（
88
）
H
ouse
ofCom
m
ons
H
om
e
A
ffairs
Com
m
ittee,n
(78)above,34.

（
89
）
A
ndy
haym
an,‘N
ew
s
ofthe
W
orld
investigation
w
as
no
half-hearted
affair’,T
he
T
im
es(11
July
2009).

（
90
）
下
院
内
務
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
の
答
弁
（
二
〇
一
一
・
七
・
一
三
）。

（
91
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
警
視
総
監
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
五
）。

（
92
）
H
ouse
ofCom
m
ons
H
om
e
A
ffairs
Com
m
ittee,n
(78)above,27.

（
93
）
N
ew
s
International,In
the
M
atter
ofthe
Leveson
Inquiry
into
the
Culture,Practicesand
E
thicsofthe
Press-Closing
Subm
issionsfor

N
ew
sInternationalO
verview
(Leveson
Inquiry,19
July
2012),4.

（
94
）
D
avid
H
encke,M
ark
W
atts,M
artin
H
ickm
an
&
A
lex
V
arley-w
inter,‘T
ranscript:RupertM
urdoch
recorded
atm
eeting
w
ith
Sun

staff’,E
xaro
(3
July
2013).

（
95
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
警
視
監
補
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
五
・
一
）。

（
96
）
事
案
別
決
定
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。

事
案

決

定

要

旨

㋐
件


ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
警
視
庁
の
総
責
任
者
と
し
て
原
則
的
に
監
督
責
任
が
あ
る
が
、
そ
の
一
介
の
部
下
が
手
抜
き
捜
査
を
し
た
と

し
て
も
彼
が
非
違
行
為
を
犯
し
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

㋑
件


ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
非
違
行
為
に
該
当
す
る
接
待
授
受
の
有
無
と
関
係
な
く
、
追
加
調
査
の
必
要
性
を
考
慮
し
な
い
。


ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
事
後
的
に
説
明
し
、
辞
任
し
た
。

㋒
件


議
会
の
別
個
の
委
員
会
で
六
回
に
わ
た
り
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
追
加
調
査
で
新
し
い
証
拠
を
発
見
し
難
い
。


ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
の
再
捜
査
不
要
決
定
（
二
〇
〇
九
年
七
月
）
は
間
違
っ
た
決
定
で
、
本
人
が
後
に
そ
れ
を
自
認
し
、
責
任
を
取
っ
た
。

㋓
件


ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
は
原
捜
査
責
任
者
と
し
て
、
膨
大
な
資
料
を
押
収
し
な
が
ら
分
析
し
な
か
っ
た
理
由
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

㋔
件


ア
ン
デ
ィ
ー
・
ヘ
イ
マ
ン
は
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
の
原
捜
査
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
彼
の
上
官
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

ソ
ン
や
イ
ア
ン
・
ブ
レ
ア
よ
り
本
件
へ
の
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
っ
た
と
解
し
難
い
。
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IndependentPolice
Com
plaints
Com
m
ission,IPCC
decisionson
M
PA
referralsrelating
to
the
conductofSir
PaulStephenson,John

Y
ates,A
ndy
H
aym
an
and
PeterClarkein
connection
w
ith
theM
etropolitan
PoliceServiceresponseto
phonehacking
(17
A
ugust2011).

（
97
）
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｃ
は
、
非
違
証
拠
と
し
て
デ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ド
ル
シ
オ
が
警
視
庁
の
広
報
強
化
の
た
め
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
に
接
近
し
て
雇
用
契
約
の
成
立
前

か
ら
彼
を
採
用
し
た
点
、
警
視
庁
規
範
に
基
づ
く
適
切
な
監
査
を
行
わ
な
か
っ
た
点
等
を
提
示
し
た
。
IndependentPolice
Com
plaints
Com
m
ission,

Investigationsinto
thedecision
to
em
ploy
M
rN
eilW
allisofCham
y
M
edia
Ltd.asa
specialistadvisorto
theM
etropolitan
PoliceService

(10
January
2012).

（
98
）
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｃ
は
、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
が
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
か
ら
彼
の
娘
の
履
歴
書
を
受
け
取
り
、
警
視
庁
人
事
部
に
転
送
し
た
こ
と
を
問
題
視
し
つ
つ

も
、
彼
が
本
件
採
用
に
お
い
て
非
違
行
為
に
該
当
す
る
直
接
的
な
影
響
力
を
行
使
し
た
証
拠
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
。
Independent
Police

Com
plaints
Com
m
ission,Investigations
into
the
involvem
ent
and
actions
of
A
ssistant
Com
m
issioner
John
Y
ates
in
the
recruitm
ent

processfor
the
daughter
ofM
r
N
ailW
allis(3
M
arch
2012).

（
99
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ス
ー
・
エ
イ
カ
ー
ズ
警
視
監
補
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
二
・
二
七
）
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
あ
る
公
職
者
が

⽛
サ
ン
⽜
か
ら
数
年
間
八
万
ポ
ン
ド
を
受
け
取
っ
た
事
例
、
同
紙
の
あ
る
記
者
が
一
五
万
ポ
ン
ド
以
上
を
公
職
者
情
報
源
に
渡
し
た
事
例
等
が
あ
る
。

（
100
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ク
レ
シ
ダ
・
デ
ィ
ッ
ク
警
視
監
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
一
二
）。

（
101
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
警
視
庁
の
ス
ー
・
エ
イ
カ
ー
ズ
警
視
監
補
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
二
・
二
七
）。

（
102
）
Independent
Police
Com
plaints
Com
m
ission,
Corruption
in
the
police
service
in
E
ngland
and
W
ales:
Part
1
(A
ugust
2011);

IndependentPolice
Com
plaints
Com
m
ission,Corruption
in
the
police
service
in
E
ngland
and
W
ales:Second
report-a
reportbased
on

the
IPCC̓
sexperience
from
2008
to
2011
(M
ay
2012).

（
103
）
Elizabeth
Filkin,T
he
E
thicsA
rising
from
the
R
elationship
betw
een
Police
and
M
edia:A
dvice
to
the
Com
m
issioner
ofPolice
ofthe

M
etropolisand
hisM
anagem
entBoard
(January
2012).

（
104
）
Independent
Police
Com
plaints
Com
m
ission,
Com
m
issioner̓
s
report:
A
llegation
of
unauthorised
disclosure
of
confidential

inform
ation
to
journalistsduring
O
peration
R
uby
(3
February
2012).

（
105
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ィ
ル
キ
ン
元
議
会
倫
理
基
準
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
三
・
五
）。

（
106
）
IndependentPolice
Com
plaints
Com
m
ission,A
nnualreportand
statem
entofaccounts2011/12
(H
C
292,10
July
2012).

（
107
）
Caroline
D
avies
and
Lisa
O
’Carroll,‘M
etpolice
w
arned
over
drinking
w
ith
journalists’,T
he
G
uardian
(4
January
2012).

北研 55 (2・120) 386

論 説

北研 55 (2・121) 387

英国における電話盗聴事件の考察（二）



（
108
）
D
ouglasK
ellner,‘T
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M
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M
edia
Em
pire
and
the
Spectacle
ofScandal’,InternationalJournalofCom
m
unication
6
(2012),1171-

1172.

（
109
）
A
ndrew
N
eil,FullD
isclosure
(Pan
Books;N
ew
edition,1997),160.

（
110
）
N
ick
Cohen,Y
ou
Can̓
tR
ead
T
hisBook:Censorship
in
an
A
ge
ofFreedom
(Fourth
Estate,2012),184.

（
111
）
T
he
Leveson
Inquiry,A
n
Inquiry
into
theCulture,Practicesand
E
thicsofthePressV
olIII(H
C
780-III,N
ovem
ber2012),1117-1427.

（
112
）
T
he
Leveson
Inquiry,A
n
Inquiry
into
the
Culture,Practicesand
E
thicsofthe
PressV
olII(H
C
780-II,N
ovem
ber
2012),780-979.

（
113
）
‘N
ew
s
ofthe
W
orld
closed
dow
n
over
phone
hacking:D
avid
Cam
eron’s
statem
entin
full’,BBC
(8
July
2011).
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